
自治体名

住家被害認定調査や被害認定調査のDX化 静岡県三島市
人口（R6.7.31現在）

105,364人
取組のキーワード

被災者支援のDX化罹災証明書住家被害認定

令和３年３月 策定地域計画の履歴

風水害地震災害想定災害

取組のカテゴリ 行政職員取組主体

デジタル活用情報通信住宅・都市施策分野

なし活用した国の交付金等

取組の概要・ポイント

取組の内容取組を実施するきっかけとなった背景や課題
 住家被害認定調査アプリケーション（システム）を導入し、

タブレット端末等の使用でデータをデジタル化して事務処
理を削減することにより、被災者支援業務を効率化した。

 被災時の住家被害認定調査や調査結果の整理、罹災証明書
の発行に際し、手作業での実施では、被災者支援業務に多
大な時間を要することが想定されていた。

今後の展開予定取組と地域計画の関係

 住家被害認定調査研修及び罹災証明書交付訓練を推進する。

 近隣自治体に対してノウハウ提供を行い、災害時にはノウ
ハウを有する職員を派遣できる体制を整えるなど広域的な
生活再建支援体制を構築する。

 リスクシナリオ「８－６ 住家被害認定調査や罹災証明書発
行業務が遅延し、生活再建が大幅に遅れる事態」に対応す
る施策として記載。
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取組を実施するきっかけとなった背景や課題１

 三島市では、洪水や内水氾濫による住宅の浸水被害の発生が危惧されるとともに、相模トラフ沿いで発生する地震では、約
2,700棟の全壊・全焼被害が想定されており、被災時の被害認定調査や調査結果の整理、罹災証明書の発行を手作業で実施し
た場合、被災者支援業務に多大な時間を要することが想定されていた。

 そのような状況の中、三島市では、令和元年にSociety5.0社会の実現を目指し全庁的に推進する「スマート市役所推進に関す
る委員会」を立ち上げ、「スマート市役所」の実現に向けた取り組み推進項目として「災害時の迅速な窓口対応」を掲げた。

 そこで「災害時の迅速な窓口対応」を実現するため、罹災証明書を発行するための住家被害認定調査に際し、タブレット端末
等を使用することでデータをデジタル化し、事務処理を削減することにより、被災者支援業務の効率化や迅速な生活再建の支
援を実現することにした。

取組の内容２

 令和元年度に住家被害認定調査アプリケーション（システム）を導入し、その後も訓練等を実施する中でシステムの検証を行
い、システムのブラッシュアップに努めている。

 これまでは災害が発生した現場で職員が手書きにより記録したものを、帰庁後にデータ入力や写真を取り込んでいたが、シス
テムを活用することで、タブレット端末等に被災状況を現場で入力することが可能となった。そのため、帰庁後の作業が削減
され、事務処理を大幅に削減するとともに、罹災証明書発行までに要する時間も短縮することができた。

 罹災証明書発行に向けた初動対応訓練として、「住家被害認定調査実地研修」、「被災者支援総合窓口対応訓練」を実施し、
有事に備えている。

システム導入後現状

• タブレット端末を活用し現地で入力・撮影
• 調査結果の即時反映

• 紙ベースでの現地調査
• デジカメによる現地写真の撮影
• 職場でPC入力

被害認定調査

• 調査結果が自動計算
• システムによる調査状況の管理

• 手計算による調査結果の計算
• エクセル等により結果の管理

調査結果計算

• 交付状況をシステム上で管理
• 関係部局が被害の程度をシステム上で確認可能

• エクセル等の被災家屋台帳に交付状況を追記罹災証明書交付

230



取組と地域計画の関係３

 令和３年３月に策定した国土強靱化地域計画では、行政業務が遅れることで市・市民の復旧復興が遅れることを懸念したリス
クシナリオ「８－６ 住家被害認定調査や罹災証明書発行業務が遅延し、生活再建が大幅に遅れる事態」を設定している。この
リスクシナリオの脆弱性評価に対する施策として被災者生活再建支援システムの導入といった施策のほかに本取組も住家被害
認定調査の迅速化の推進として住家被害認定調査アプリケーション（システム）の構築をKPIとともに記載している。

今後の展開予定４

 引き続き住家被害認定調査研修及び罹災証明書交付訓練を推進する。

 住家被害認定調査のDX化をこれから実施する近隣自治体に対してノウハウ提供を行い、災害時にはノウハウを有する職員を相
互に職員を連携し合う広域的な生活再建支援体制を構築する。

周囲の声（庁内職員・住民・企業）参考

 被災地派遣により住家被害認定調査業務に従事した職員から、『被害家屋情報、判定結果、被害状況写真等のデータ紐付け作
業に時間を要した。』との声が挙がっていた。住家被害認定調査アプリケーション（システム）を導入することによりこれら
の作業が効率化され、被災者支援業務に係る職員の負担軽減、罹災証明書の迅速な発行による被災者の早期生活再建につなが
ることを期待する。（庁内職員）
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自治体名
地域住民と連携したヘリコプター運用訓練：

孤立集落の迅速な救援体制の構築
静岡県掛川市

人口（R7.8.31現在）
114,477人

取組のキーワード

物資輸送救急・救助 住民主体孤立予想集落

平成28年２月 策定、平成29年11月 改訂、平成30年12月 改訂、令和元年12月 改訂、
令和２年12月 改訂、令和６年３月 改訂、令和７年３月 改訂地域計画の履歴

道路災害風水害地震災害想定災害

取組のカテゴリ 国・都道府県・近隣自治体等（自組織以外）行政職員地域住民取組主体

リスクコミュニケーション交通・物流防災教育等警察・消防等施策分野

―活用した国の交付金等

取組の概要・ポイント

取組の内容取組を実施するきっかけとなった背景や課題
 住民がヘリポートマークを描き、ヘリコプターを誘導する

訓練や住民が白旗を振ってヘリコプターの着陸を誘導する
訓練を実施。また、着陸したヘリコプターから物資を受け
取り、住民が自ら避難所に運搬する訓練も行っている。

 訓練は計14の孤立予想集落を持ち回りで実施。

 市の北側は中山間地域で南海トラフ地震等に起因したがけ
崩れで道路寸断が生じ、孤立することが懸念されている。

 孤立予想集落では災害時に救援物資や傷病者の円滑な搬送
が求められるため、警察・消防等の助けがなくとも住民が
主体となってヘリコプターを誘導できるよう訓練を企画。

今後の展開予定取組と地域計画の関係

 これまでに訓練を実施できていない孤立予想集落を優先し、
随時、市内にある全ての孤立予想集落で訓練を実施する予
定。

 一巡後も継続的に訓練を行い、地域防災力を高めていく。

 リスクシナリオとして「2-2 多数かつ⾧期にわたる孤立集
落等の同時発生」を設定しており、当該リスクシナリオに
対する脆弱性評価として「道路の寸断等により孤立した場
合に備え、通信手段を確保するとともに、ヘリコプターの
誘導訓練を行う必要がある。」と記載している。
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取組を実施するきっかけとなった背景や課題１

 掛川市は、静岡県西部に南北方向に伸びるような形で位置し、市内全域には土砂災害の危険区域が多く点在しており、特に南
部地域では、南海トラフ地震による津波の発生が想定されている。このため、防災対策・強靱化施策を積極的に推進してきた。

 中山間地域がある市の北側では南海トラフ地震等に起因するがけ崩れにより、道路が寸断されて孤立することが懸念される。

 中山間地域の孤立予想集落では、災害時にヘリコプターを用いた救援物資や傷病者の円滑な搬送が必要になる一方、孤立時に
は警察・消防等の助けが期待しにくい場合も想定されるため、住民が主体となってヘリコプターを誘導できるようになること
を目指した訓練を企画することとした。

掛川市内の孤立予想集落
（掛川市地域防災計画 共通対策編（令和７年３月）より）

上西之谷、中西之谷、久居島、田代、黒俣、居尻、萩間、孕
丹、初馬８区、倉真６区、東山、知連山中、佐夜鹿、本谷
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ヘリコプター誘導訓練の様子

取組と地域計画の関係３

【地域計画における記載】

 令和７年３月改訂の地域計画では、リスクシナリオとして「2-2 多数かつ⾧期にわたる孤立集落等の同時発生」を設定してお
り、当該リスクシナリオに対する脆弱性評価として「道路の寸断等により孤立した場合に備え、通信手段を確保するとともに、
ヘリコプターの誘導訓練を行う必要がある。」と記載している。

 当該リスクシナリオに対応する施策として「孤立地域における通信手段の確保、ヘリ誘導訓練の実施」を位置付けており、年
１回以上の実施をKPIとして設定している。

取組の内容２

 令和元年度から住民主体のヘリコプター誘導訓練を開始し、市内にある計14の孤立予想集落の避難所において持ち回りで訓
練を行っている。

 具体的な訓練内容として、住民が石灰を用いてヘリポートマークを描き、住民が白旗を振ってヘリコプター（自衛隊・静岡県
警・静岡県が所有）の着陸を誘導するものである。

 また、着陸したヘリコプターから物資を受け取り、住民が自ら避難所に運搬する訓練も実施している。

 訓練の参加者は孤立予想集落の住民であり、市が事前に訓練に関する説明会を開催することでその趣旨に賛同を得るようにし
ている。
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周囲の声（庁内職員・住民・企業）参考

 ヘリコプターの誘導実施により、具体的な対応事項を確認する機会となった。（地域住民）

 関係機関との連携体制を確認する機会となった。（庁内職員）

 国土強靱化地域計画に「誰もが住みたくなる、強く、安心なまちづくり計画」という独自の名称を設定し、住民が地域計画や
国土強靱化に関する施策に親しみが持てるように工夫をしている。

 また、人口ビジョン・まちづくり理念など地方創生に関する「掛川市地域創生総合戦略」（掛川市では、「国から見た『地
方』という言葉でなく掛川の『地域』を主役に置く考え方」をしている。）を地域計画において「国土強靱化に向けたその他
の取組」の一つに掲げ、「国土強靱化及び地方創生の取組は、施策の効果が平時・有事のいずれを主にしているかの点で相違
はあるが、双方とも、同じく地域の豊かさを維持・向上させるという目的を有するもので、両者の相乗効果を高めるため」、
計画間相互の調和を図る旨を明記し、それぞれ取組を一体的に推進していくことを打ち出している。

 本取組に関連したヘリ誘導訓練の実施に係るKPIをはじめ、各施策・事業を着実に推進していくためのKPIの設定が充実してお
り、対外的にも市の方針や姿勢を明確に打ち出せている。

＜該当箇所＞
誰もが住みたくなる、 強く、安心なまちづくり計画
（掛川市国土強靱化地域計画） P.2、84等

掛川市国土強靱化地域計画の特徴！

今後の展開予定４

 これまでに訓練を実施できていない孤立予想集落を優先して対象とし、随時、市内にある全ての孤立予想集落で訓練を実施す
る予定。

 一巡後も継続的に訓練を行い、地域防災力を高めていく。

 その他の孤立対策として、災害時用に備蓄している防災用品を事前に孤立予想集落の住民に配布することを検討中。
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自治体名

AIによる水位予測モデルの構築による水防活動の迅速化・効率化 静岡県藤枝市
人口(R5.9.30現在)

141,313人
取組のキーワード

情報伝達手段災害対策本部水位予測AI

平成31年３月 策定地域計画の履歴

風水害想定災害

取組のカテゴリ 地域企業等行政職員取組主体

デジタル活用研究開発官民連携行政機能施策分野

取組の概要・ポイント

取組と脆弱性の関係
 藤枝市には県管理の二級河川のほか市管理の河川を含む大小多くの河川が流入しており、特に中小河川においては水位上昇が

早く、実際に内水氾濫や外水氾濫が起きてから、道路の交通規制や住民の避難誘導を行うなど、後手の水防活動となっていた。

何を実施することにしたか

 藤枝市は、健康・教育・環境・危機管理といった重点戦略分野やまちづくり分野を含め、全市をあげてスマートシティに取り
組んできた。

 その取組の一環、「AIによる都市強靭化・災害対策」として国のスマートシティモデル事業により、AIによる水位予測モデル
の実証実験に取り組むこととした。

取組の推進状況
 令和２年度から令和３年度にかけて民間企業と連携し、市内中小河川の観測地点の水位・雨量データや気象データ等を用いて、

AI（人工知能）により３時間先の河川水位を予測し、住民の避難行動を促すシステムの構築を検証した。
 検証の結果、有用であることが確認できたため、令和４年度から最先端の数理工学技術に基づいて15時間先までの河川水位を

予測するシステム（RiverCast（㈱構造計画研究所））の導入を以て実運用段階に入り、事前に道路の交通規制を実施するこ
とや避難情報の発令判断など、迅速かつ効率的な水防活動につながっている。
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取組を実施するきっかけとなった背景や課題１

 藤枝市を貫流する県管理河川（瀬戸川・朝比奈川・葉梨川）は、急な河床勾配や段丘地形の流域の特徴から水位上昇が速く、
加えて流入する中小支川（市管理）の水位上昇も速いため、中小支川の氾濫の危険も高く、令和４年９月（台風第15号）では、
準用河川大溝川をはじめとする６河川において氾濫が発生した。

 国や県管理河川など、大きな流域を抱える河川においては、洪水の予報を行えるものの、市管理河川では、流域も狭く、また
大きな河川のバックウォータの影響も受けやすいため、人が水位を予測することは困難であることから、藤枝市で従来から実
施してきたスマートシティの取組の知見を活かし、「AIによる都市強靭化・災害対策」としてAIによる水位予測モデルの検証
に市独自に取り組むこととした。

取組の内容２

 令和２年度から令和３年度にかけて民間企業と連携し、市内
中小河川の観測地点の水位・雨量データや気象データ等を用
いて、AI（人工知能）により３時間先までの河川水位を予測
し、住民の避難行動を促すシステムの構築を検証した。

 令和４年度から実運用段階に入り、最先端の数理工学技術に
基づく15時間先までの水位予測（RiverCast（㈱構造計画研究
所））をもとに事前に道路の交通規制を実施することや避難
情報の発令判断など、迅速かつ円滑な水防活動に繋がっている。

 これにより、災害対策本部の設置をはじめとした市の体制構築
（非常配備）の判断や避難情報の発令判断が迅速にできるよう
になったことで、より適切なタイミングで市民への情報発信等
の災害対応に当たっている。

 実際に令和５年６月豪雨（台風第２号）では本システムにより
事前に道路の交通規制を行い、早期の水防活動が実現できた。

AIによる水位予測の実証実験の概要
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取組と地域計画の関係３

急峻な地形を貫流し、水位が急速に上がりやすい中小河川を多数抱える市域において、水害時の避難行動の遅れの回避が必要であり、予
測水位を参考情報とした適時適切な避難情報の発令により、住民の命を守る災害対応の実現を進める。
【地域計画における記載】

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

・避難情報発令の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発
生

脆弱性評価

・関連情報の伝達手段の多様化
・広報力の強化

本取組は左記いずれの脆弱性にも対応する施策であり、
「避難情報発令の不備等による避難行動の遅れ等で多数
の死傷者の発生」を回避するための取組として地域の強
靱化に資するものとなっている。

周囲の声（庁内職員・住民・企業）４

 予測水位から河川の危険状況を早期に察知し、水防活動時における現場パトロールの必要性の有無を判断することで、最小限
の人員で効率的な水防活動が可能となっているとともに、職員の負担軽減につながっている。（庁内職員）

今後の展開予定５

 新たに蓄積された水位データや地域の降雨特性などを随時、予測モデルに反映し、予測精度を高めていく。

 また、システムの精度向上に合わせて、水防活動の運用改善や応急体制の効率化を不断に図っていく。
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自治体名
市職員直営災害ドローン部隊による

被災情報の収集
静岡県藤枝市

人口（R5.4.1現在）
141,991人

取組のキーワード

 パイロット養成 行政職員のみ被災情報収集ドローン

平成31年３月 策定地域計画の履歴

風水害災害全般想定災害

取組のカテゴリ 行政職員取組主体

デジタル活用人材育成国土保全住宅・都市施策分野

なし活用した国の交付金等

取組の概要・ポイント

取組の内容取組を実施するきっかけとなった背景や課題
 防災部門のみならず、部局横断的に推薦された職員による

「ドローンパイロットチーム」を編成。

 災害対応（予防活動を含む）のほか、操作の練度維持も兼
ねて平時業務においても職員によるドローン活用を推進。

 藤枝市の約７割を占める中山間部はアクセス経路も限られ
ており発災時の現地での災害情報の確認手段が限定的なた
め、アクセス経路に依存しない上空からの情報確認手段と
してドローンを活用した情報収集体制を構築することとし
た。

今後の展開予定取組と地域計画の関係

 「パイロットチーム」の操縦技能の維持や練度向上に努め
る予定。

 災害時に孤立した集落に物資を運搬できるドローンを導入
予定。

 リスクシナリオ「１－５ 情報伝達の不備等による避難行動
の遅れ等で多数の死傷者の発生」の対応施策として記載。

 脆弱性評価の結果としてもドローンの活用の必要性につい
て記載。
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取組を実施するきっかけとなった背景や課題１

 藤枝市は、災害全般による住民の被害を低減するため、市（災害対策本部）が速やかに情報を集め判断をしていく必要がある
と考えていた。特に、市街地では洪水による浸水被害のリスクが、中山間部では土砂災害のリスクがあるなど、市全体として
水害のリスクが高い地域であり、速やかな情報の収集が求められていた。

 しかし、職員による河川や急斜面、山間部での速やかな発災情報の収集は、職員自身が被災するリスクや情報収集が追い付か
ないことが懸念されていた。

 近年、急速に普及しているドローンが、災害現場や産業分野で注目されており、平成28年熊本地震では国土地理院がドローン
を用い、危険個所などの把握を行い、各機関に情報提供した。

 そこで、本市でもドローンを活用した情報収集体制を構築することとした。

取組の内容２

 情報の速やかな取得を追求するため、平成30年に市職員直営による部隊を編成し、即時対応できる体制を整えることとした。
防災部門のみならず、部局横断的に推薦された職員による「ドローンパイロットチーム」を編成。

 同年には、ドローンで収集した情報を常に災害対策本部に情報提供できるシステムを構築し、活用体制の強化を進めている。

 定期的に飛行訓練を行い、操縦・情報収集技術の向上を努めるとともに、市役所内でドローン人材の育成に取り組み、自律的
に人材育成・組織の規模増大を進めている。

 崩落現場の確認などの災害対応（予防活動を含む）においても職員によるドローン活用を行っている。

 また、中山間地の茶畑等の確認や道路の上空からの撮影等の平時業務においても操作の練度維持も兼ねて職員によるドローン
活用を行っている。

 なお、市で保有しているドローンは４台で、機材それ自体の維持に必要となる経費は860,000円/年程度、その他運用費用
（保険等）は330,000円/年程度である。
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取組と地域計画の関係３

【地域計画における記載】

 平成31年に策定した国土強靱化地域計画では、リスクシナリオとして「１－５ 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多
数の死傷者の発生」を設定しており、当該リスクシナリオに対する脆弱性評価として「ドローンにて捉えた情報をリアルタイ
ムで災害対策本部等に伝送し、迅速な災害対応を図ることを目的とした実施体制構築のため運用チームの編成を進めており、
現在の構成人員は10名のため、体制強化に向けて、構成人員を増やすことが求められる。」と記載している。

 本市は中山間地域が約７割を占めており、災害時に孤立が予想される集落を多数有するため、被災時の速やかな被災状況の収
集や物資の輸送などにおいて、ドローンの必要性が従前より認識されていた。そのため、当該リスクシナリオに対応する施策
として位置付けることとした。

 取組は端緒についたばかりの段階であり、ドローンに関する記載は薄い。「H37に実施体制構築のため、各部署より任命の運
用チームを編成（編成人員30名を目標）」といった目標が掲げられているが、令和６年７月時点では23人となっている。

シティプロモーション映
像の撮影

道路・河川管理

農地維持管理状況の調査インフラ点検

茶産地のPR映像撮影鳥獣生息状況の確認

活用している平時業務（例）

今後の展開予定４

 引き続き、「パイロットチーム」の操縦技能の維持や練度向上に努める。

 災害で集落が孤立した場合には飲料や食料などが不足する恐れがあるため、令和６年度には、孤立した集落に物資を運搬でき
るドローンを導入予定である。
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周囲の声（庁内職員・住民・企業）参考

 ドローンを使用することで、上空から全体状況を視覚的に把握することが可能となり、多方面へ説明する資料におい
てイメージの共有がはかれ、説得力が増し、作業効率が向上していると感じている。特に、災害時の現地調査の際、
立入が危険な箇所や人が立ち入れない箇所において、上空から容易に調査でき、なおかつ従来よりも短時間および少
人数で調査できたことについて、利用効果を感じた。また、応急対応の検討や復旧対策の検討にドローンによる調査
結果が大いに役に立ったと感じている。（道路課職員）

 本市では、みかんやお茶といった作物を中山間地域で行っている。農林水産省からの「中山間等地域等直接支払交付
金」を活用しており、そのなかで現地確認を行っている。その際、傾斜地であることから、全体を把握できる写真の
撮影が難しかったが、ドローンを活用したことにより、安全に、かつ全体の写真をきれいに撮影することができるよ
うになった。また、撮影時間の短縮も可能となった。（農業振興課職員）
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【愛知県】「あいち・なごや強靱化共創センター」を基盤とした地域の強靱化の推進

【ポイント】

 様々な産業の生産拠点を有する愛知県では、南海トラフ地震による企業活動や県民生活への甚大な影響が懸念されてい
ることから、被災後の早期復旧を実現すべく企業・地域の強靱化の確実な推進と防災・強靱化の担い手の育成が喫緊の
課題として浮上

 そのため、平成29年６月に産学官が共同して「あいち・なごや強靱化共創センター」を開設し、地域の強靱化に係る調
査・研究や地域の強靱化のコーディネート、官民の防災活動支援のための取組を推進し、防災人材を育成

 令和２年３月の地域計画改訂では、センターが愛知県・名古屋市の社会経済活動を維持するための取組を推進していく
ことに加え、取組を近隣県と連携して発展させていくことも見据えた今後の在り方の検討についても明記

１．取組を実施するきっかけとなった背景や課題

 南海トラフ地震が発生した場合、愛知県では強い揺れにより堤防や道路、港湾、水道、電気等のインフラが損傷すること
が想定される。また、ゼロメートル地帯においては、⾧期間のたん水が予測される。

 このような事態は、モノづくり産業を始めとした愛知県の産業に大きな影響を与え、結果として県民の生活に重大な影響
を及ぼすことになるため、命を守る観点の防災対策に加え、産業の早期復旧の観点からも対策を検討する必要があること
から、平成29年6月にこの地域を強靱化するための調査・研究機能を担うとともに、強靱化の担い手となる人材育成を行
う「あいち・なごや強靱化共創センター」（以下「センター」という。）を産学官共同で開設した。

２．取組の内容

センターは、①産学官の英知を結集した研究機能②地域の強靱化のコーディネート機能③企業・県民・行政の防災活動の
支援機能の３つの機能を有しており、関係団体と連携して以下のような取組を推進している。なお、センターの各種取組に
ついては、愛知県が企画立案等の段階から関与するのみならず、講師の派遣や広報活動などの実施段階まで関与している。
【取組例】
 防災ワンストップ事業

企業、市町村、自主防災組織、地域団体、学校等からの防災・減災に係る各種の相談をワンストップで受け付ける相談窓
口や、企業からのBCP（事業継続計画）策定・改善支援に係る相談に対応するBCP個別相談窓口を設置している。
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 産業支援
中小企業の経営者・管理者を対象に、BCP策定や改善、工場の耐震化対策の必要性などの理解促進のためのBCP講習会を
開催している。

 県民支援
防災・減災活動に取り組む市民（担い手）同士がつながり、地域の防災活動が活性化すること、また、過去の災害経験を
人から人へ伝承することで南海トラフ地震等の大規模災害に備える重要性の理解を深めることを企図し、NPO・ボラン
ティア団体、大学生等が一堂に会す「防災人材交流シンポジウム（つなぎ舎）」を開催している。

 防災・減災カレッジ
 地域の防災・強靱化の担い手となる一般市民の防災人材を育成する「防災・減災カレッジ」をあいち防災協働社会推進協

議会（行政、事業者団体、地域団体、ボランティア団体などで構成）と連携して開催している。
 行政支援

行政における人材育成支援のため、自治体職員向けの基礎・専門研修を開催するほか、HP上で各自治体が研修で使用でき
る講義資料やワークショップの進め方等を無料で公開している。

（スタッフ体制図）
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名古屋大学名誉教授 福和伸夫

愛知県防災安全局防災部防災危機管理課⾧
（兼 事業リーダー）

名古屋市防災危機管理局危機管理企画室⾧

スタッフ

調査・研究リーダー

運営協議会構成員所属団体、オブザーバー
名古屋大学減災連携研究センター協力教員
受託研究員(市町村、企業等の受託研究員）

事務局

協力スタッフ

事業リーダー

連携



３．本取組と地域計画の関係及び取組の効果等

【地域計画における記載】
 第１期の地域計画策定後にセンターが発足したため、地域計画策定時にはセンターに関する記載はなかった。計画改訂時

に、センターの持つ調査・研究及び人材育成機能等を対外的に示すため、センターが果たすべき役割を地域計画に明記す
るのみならず、KPIとして防災人材交流シンポジウムや防災・減災カレッジの開催回数を設定し、企業・地域の強靱化と
防災・強靱化の担い手育成への実効性の確保を図った。

 取組を近隣県と連携して発展させていくことも見据えた「中部圏強靱化共創センター（構想）」の検討についても記載し、
今後の方針を明確にした。

【取組の効果等】
 企業や施設向けの取組としては、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社やＭＳ＆ＡＤインターリスク総研（株）からも

講師を招いて実施したBCP講習会（24名）や要配慮者利用施設防災講習会（対面とオンライン併用で開催、101名）など
を実施し、企業や施設の防災体制向上に寄与した。

 一般向けの取組として、防災・減災カレッジ（全31講座を対面と一部オンラインで開催、延べ2,003名）、防災人材交流
シンポジウム（つなぎ舎）（220名）があり、防災人材の育成に貢献した。 ※実績はいずれも令和４年度

４．周囲の声（庁内職員・住民・企業）

 BCPの策定や見直しに際し、何から始めるか、そもそも何をする必要があるか知ることができてよかった。（BCP講習
会の受講者（企業））

 メディアでは学べないことを学ぶことができ、周囲の人にも防災のことを伝えていきたい。（防災人材交流シンポジウム
（つなぎ舎）の参加者（住民））

５．今後の展開予定

 令和5年度は、新たに商工会議所、商工会や中小企業家同友会など中小企業の支援を行う機関との横連携を深めるための
取組の実施や首⾧・幹部職員向けの研修のあり方についての検討を行う。

 愛知県が豊山町において整備を進めている「愛知県基幹的広域防災拠点」の令和９年４月の全面開業と合わせて、セン
ターの今後の在り方（「中部圏強靱化共創センター（構想）」）について引き続き検討を行う。

 このほか、産官学に所属する防災担当の社員・職員等が集まり、分野横断的に相互に顔の見える関係を構築しつつ、課題
を共有しオープンで前向きな議論を行うことで課題解決の道筋を見つけるため「産業防災研究会」を開催している。 245



自治体名

港湾BCPの推進 愛知県
人口（R6.9.1現在）

7,465,512人
取組のキーワード

サプライチェーン業務継続計画（BCP）港湾災害対策

平成27年３月策定
令和６年６月改訂地域計画の履歴

津波災害地震災害想定災害

取組のカテゴリ 国・都道府県・近隣自治体（自組織以外）地域企業等行政職員取組主体

リスクコミュニケーション交通・物流産業構造施策分野

取組の概要・ポイント

取組の内容取組を実施するきっかけとなった背景や課題
 早期の港湾機能復旧に主眼を置いた「港湾物流編」と、

港湾での労働者の避難に主眼を置いた「避難対策編」の2編
に分け、それぞれBCPを策定した。どちらも被害想定から
復旧に向けたシナリオやボトルネックとなる箇所を抽出し、
事前の対策や発災後の対応及びその役割分担、アクション
プラン等の策定を行った。

 愛知県の名古屋港、衣浦港、三河港は、ものづくり愛知を
支える重要な生産・物流拠点であるとともに、発災時には
海上物資輸送の拠点として機能する。

 南海トラフ地震等で港湾に甚大な被害が発生した場合、
多くの港湾利用者に人的・経済的被害を与えるのみならず、
中部圏や全国のサプライチェーンに影響を及ぼす。

 このため、大規模災害発生直後でも一定の港湾機能を維持
し、港湾全体の物流機能の早期回復を図るため、港湾の
事業継続計画(BCP)を策定した。

今後の展開予定取組と地域計画の関係
 策定後もワークショップや訓練を通して、継続的に実効性

の点検・評価を行い、問題点や新たなボトルネックを抽出
することで、さらなる港湾BCPの強化・充実を図る。

 リスクシナリオ５－１、５－４、７－２それぞれに海上災
害や物流寸断に関するリスクシナリオの記載があり、それ
に対する取組施策として港湾BCPの充実が記載されている。
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取組を実施するきっかけとなった背景や課題１

 愛知県内の港湾には国内１位の貿易額を誇る名古屋港、エネルギー拠点の衣浦港、自動車流通拠点の三河港など、生産・物流
活動において重要な拠点港湾が存しており、これらの港湾は災害発生時の海上物資輸送の拠点としても重要な役割を果たして
いる。

 近い将来発生が予想されている南海トラフ地震等により、これらの港湾で大規模な被害を受けた場合には、生産活動の停止や
港湾機能の麻痺は中部圏のみならず国全体のサプライチェーンや国際競争力に大きな影響をもたらす。また、港湾地域には
数万人規模の労働者が従事しており、発災時には確実な避難が事業継続の観点からも必要不可欠となることから、地震・津波
及び高潮を想定したBCPの策定に取り組むこととなった。

取組の内容２

＜港湾BCPの策定＞

 早期の港湾機能復旧に主眼を置いた「港湾物流編」と、港湾での労働者の避難に主眼を置いた「避難対策編」の２編に分け、
それぞれBCPを策定することで、計画内容の充実を図った。

 BCPを策定する上では、各関係者が共通認識を持つことが重要であり、検討会議の他に作業部会を設置するとともに、ボトル
ネックを抽出するワークショップや事前対策等に関する意見交換会などを重ねた。

策定主体策定港湾BCP策定主体策定広域BCP

愛知県
H27.3衣浦港BCP

伊勢湾BCP協議会
（事務局：中部
地方整備局）

H28.2伊勢湾BCP

H27.3三河港BCP

名古屋港管理組合H27.6名古屋港BCP

四日市港管理組合H27.10四日市港BCP

三重県
H27.10津松坂港BCP

H29.3尾鷲港BCP

伊勢湾内にある主要港湾のBCP策定状況
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取組の内容（続き）２

 以下に一例として衣浦港のBCPを紹介する。

【港湾物流編】

• 被害想定をもとに復旧目標を設定し、目標を達成するための施設（岸壁、道路、航路等）の復旧優先順位を設定した。また、
行政・民間企業等によるワークショップや訓練等を通じて港湾機能維持・回復のボトルネックとなる事象を推定した。ワーク
ショップには民間の港湾関係者、建設業者、エネルギー事業者、地元市町、港湾関係行政機関、学識経験者等が参加した。

• ボトルネックの例としては、橋梁倒壊による臨港道路寸断、岸壁損傷による着岸不能、航路・泊地の埋そく等が挙げられる。
復旧優先順位やボトルネックを踏まえ、対策の役割分担一覧やアクションプランの作成、発災後対応タイムラインの作成を
行った。

【避難対策編】

• 突発的な地震・津波に対しては迅速な「避難」、ある程度予測可能な高潮に対しては事前の「回避」を基本方針として避難
対策の検討を行った。

• 地震・津波に対しては、「理論上最大クラス」の津波を想定した浸水域や到達時間をもとに避難可能距離を推計し、この結果
から、避難目標地点まで最も短時間で安全な移動ができる避難ルート及び避難困難者・避難困難地域の推定を行った。

• 高潮に対しては、複数の台風のケースを想定して高潮浸水開始時間を算出した上で、回避における課題と取組を明確化した。

＜BCP策定後の取組＞

 BCP策定後も、各港湾でBCP協議会を設置し、関係機関へのBCP内容の周知や事前対策の推進、進捗管理などを行い、関係
機関との連携強化、災害対応力の向上を図っている。また、ワークショップや訓練を通じて、想定シナリオにおけるBCPの実
効性を点検・評価し、課題の抽出を行うなど、BCPの強化・充実に取り組んでいる。
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取組と地域計画の関係３

【地域計画における記載】

 令和２年改定の国土強靱化地域計画において、リスクシナリオ５－１「サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下に
よる国際競争力の低下」、５－４「陸・海・空の基幹的交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響」、
７－２「海上・臨海部の広域複合災害の発生」等の記載があり、それぞれのリスクシナリオに対する取組施策として港湾BCP
の充実が記載されている。また、特に港湾BCPの推進について重要業績指標が設定されており、継続的に進捗管理が行われて
いる。

周囲の声（庁内職員・住民・企業）参考

 他の同業者の考えを知ることや、関係者間における災害時に備えた関係づくり（連携強化）ができて良かった。（港湾関係
企業）

今後の展開予定４

 策定後においても、ワークショップや訓練を通して、継続的に実効性の点検・評価を行い、問題点や新たなボトルネックを
抽出することで、さらなる港湾BCPの強化・充実を図る。

 また、令和６年能登半島地震を教訓として、今後は各港湾BCPに加えて、広域港湾BCPとの連携強化をさらに充実させていく
べきだと考えている。

港湾BCPの概念 ワークショップの様子
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自治体名
地域マイクログリッドの構築による

エネルギー供給源の多様化・分散化
愛知県豊橋市

人口(R5.10.1現在)
368,996人

取組のキーワード

コンソーシアム協定 自立・分散型エネルギー地域マイクログリッド

平成29年３月 策定
令和３年３月 改定地域計画の履歴

災害全般想定災害

取組のカテゴリ 有識者（学識経験者）地域企業等行政職員取組主体

官民連携エネルギー行政機能施策分野

ー活用した国の交付金等

取組の概要・ポイント

取組と脆弱性の関係
 豊橋市では南海トラフ地震の発生による甚大な被害が想定されており、これに伴う深刻な電力不足に陥ることによって、社会

経済活動やサプライチェーンの維持が困難になることが懸念されている。

何を実施することにしたか

 市内に本社を持つ再生可能エネルギー関連事業者の武蔵精密工業㈱を筆頭に同社を含む9者間でコンソーシアム協定を締結し、
地域マイクログリッドの構築・運用に向けた取組を推進。

取組の推進状況

 平常時は太陽光発電と蓄電池で自家消費して工場の生産活動によるCO2排出量削減を図りつつ、災害（停電）時には、既存配
電網の開閉器を２か所遮断してマイクログリッドとして運用し、そこにつながる避難所や住宅等に電力を供給する構想。

 令和６年４月から運用を開始し、関係者間の協力により着実に取組を進めている。
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取組を実施するきっかけとなった背景や課題１

 豊橋市は、南海トラフ地震の発生による甚大な被害が想定される地域である。

 南海トラフ地震のような大規模災害時には、他の地域も広域的に被災することから、深刻な電力不足に陥ることを危惧してお
り、地域計画策定時の脆弱性評価では災害リスクを緩和するため再生可能エネルギーを活用したエネルギー供給源の多様化・
分散化を推進する必要があることが改めて明らかになった。

 そのような折、平成29年度以降、経済産業省がエネルギーの地産地消等に関する補助事業を開始していたことを受け、大規模
発電所の電力供給に頼らずコミュニティでエネルギー供給源と消費施設を持ち、エネルギーの地産地消や災害時の電力供給の
分散化を目指す小規模なエネルギーネットワークである地域マイクログリッドの構築可能性の検討を始めた。

 令和３年には市内に本社を有する再生可能エネルギー関連事業者の武蔵精密工業㈱の協力のもと、経済産業省「地域マイクロ
グリッド構築に向けた導入プラン作成事業」の採択を受け、取組が本格化した。

取組の内容２

 武蔵精密工業㈱とともに、地域の事業者や、専門的見地を有する有識者などを招聘した検討委員会を設立し、地域マイクログ
リッドの構築可能性や導入プランを探るため、具体的の実証内容の時期や場所などについて検討を進めた。

 令和５年には電力事業者やマイクログリッド機器関連事業者も巻き込み、豊橋市、武蔵精密工業㈱、中部電力パワーグリッド
㈱、㈱トーエネック、㈱三社電機製作所、岡谷機電㈱、㈱駒井ハルテック、日本ガスコム㈱、武蔵エナジーソリューションズ
㈱の９者でコンソーシアム協定を締結。

 また、災害時には既存配電網を活用して地域の避難所や住宅に送電する仕組みを構築し、令和６年４月から関係者間の協力の
もと実際に運用を開始した。

 なお、武蔵精密工業㈱は、地域マイクログリッド内の住民に対する説明会の実施も主導し、災害時における地域での電力供給
停止リスクの軽減になることを伝えることによって住民からの理解を得ることに成功した。
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武蔵精密工業㈱が示す地域マイクログリッドのイメージ図

取組と地域計画の関係３

【地域計画における記載】
 地域計画では、起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）に「エネルギー供給の停止による、社会経済活動、サプライチェーンの

維持への甚大な影響」を掲げており、これに対応する脆弱性評価の結果を踏まえ、地域強靱化に係る推進すべき施策の方針として、「自
立・分散型エネルギーを導入するなど、災害リスクを回避・緩和するためのエネルギー供給源の多様化・分散化を推進する」を打ち出し
ている。

 地域マイクログリッドの構築により、災害時に大規模発電所がダメージを受けた場合でも分散したエネルギー供給が可能となり、当該リ
スクシナリオを回避する施策として機能することが期待される。 252



周囲の声（庁内職員・住民・企業）４

 南海トラフ地震の発生による甚大な被害が危惧される中、地域マイクログリッドの構築により、エネルギー供給停止のリスク
を一部回避できる可能性がある施策として期待している。（庁内職員）

 災害時における地域マイクログリッドの発動を想定した訓練を実施し、災害対応力の向上を図っていきたい（庁内職員）。

 再エネを活用した電気を災害時に避難所である市民館に融通するのはとても良い取組なので是非協力させていただきます。
（地域マイクログリッド内の高圧需要家の企業：地域マイクログリッドの発動時は市民館（地域マイクログリッド内の指定避
難所）への通電を優先するために、ブレーカーを落とすことに合意）

 災害時に地域のためになるのであればぜひ協力したい。（地域マイクログリッド内のFIT発電事業者：地域マイクログリッド
発電設備から市民館や民家へ電力を供給する場合、FITで発電した電気のコントロールが難しいため、MG発動時は発電を止め
ることに合意）

 災害時の大規模停電時に市民館に通電し、暖房や冷房は元より普段通りに電気が使えるようになることは大変うれしい。（地
域住民）

今後の展開予定５

 運用開始には至ったが、今後も関係者間の協力によりエネルギー供給設備や既存配電網の適切な維持管理等を通じて災害時に
有効に機能することができるよう着実に取組を推進していく。
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自治体名
廃校を地域活性化拠点及び防災拠点として

再整備することによるフェーズフリーの実現
三重県南伊勢町

人口（R7.9.30現在）
10,220人

取組のキーワード

フェーズフリー高齢者支援地域活性化

平成27年 策定、令和３年３月 改定、令和４年３月 一部改定、令和５年３月 一部改定
令和６年３月 一部改定地域計画の履歴

風水害津波災害地震災害想定災害

取組のカテゴリ 行政職員地域企業等地域住民取組主体

官民連携保健医療・福祉住宅・都市リスクコミュニケーション施策分野

三重県地域活性化支援事業補助金（県費50％）、農山漁村振興交付金（計画策定）（国費100％）活用した国の交付金等

取組の概要・ポイント

取組の内容取組を実施するきっかけとなった背景や課題
 廃校を、平時には学校設備を活かした体験や初心者でも利

用可能なキャンプのための施設、また、高齢者の生活支援
の事務所として、災害時には建物の頑丈な造りを活かした
避難所予備施設（風水害においては二次避難所として活
用）や地域の防災備蓄場所として機能するよう再整備。

 災害時に必要とする施設を平時にも活用するようデザイン
することでフェーズフリーを実現。

 地域の少子高齢化により廃校となった学校施設を放置する
のではなく、地域住民の安心・安全な暮らしを支える拠点
として再生することが求められていた。

 また、南海トラフ巨大地震等の災害リスクがある一方、町
内には避難所や防災備蓄倉庫が少なく、防災拠点の確保が
課題であった。

今後の展開予定取組と地域計画の関係
 町内の他地域においても、施設利活用に向けた合意形成の

ため、住民ワークショップを交えながら地域ビジョンをも
とにした施設利活用計画を策定予定。

 リスクシナリオ「2-2 浦々等に点在する38の集落における
⾧期にわたる孤立集落等の発生」を設定し、脆弱性評価結
果として「廃校等の空き施設を活用した福祉施設・地域活
性化拠点の整備（中略）を行う必要がある」と記載。 254



取組を実施するきっかけとなった背景や課題１

 南伊勢町では、地域の少子高齢化という課題を抱えており、総人口は昭和35年をピークに減少し続けている。

 そのあおりを受け、平成26年に町内の小学校が統合することになり、宿田曽小学校は廃校になった。

 町内から廃校を放置するのではなく、地域住民の安心・安全な暮らしを支える拠点に再生することを希望する声があった。

 また、南伊勢町は太平洋に面していることから南海トラフ巨大地震等の災害リスクがある一方、地区内には被災者全員が避難
できる避難所や防災備蓄倉庫が少なく、防災拠点の確保が課題であった。

 検討した結果、災害時の避難所予備施設とした旧宿田曽小学校の一部をNPO法人わがらに貸し付け、平時には高齢者の生活支
援の施設及び校庭でのキャンプなどが可能な地域活性化の拠点となる施設「しゅくたそ笑楽校」として活用することに決めた。

取組の内容２

＜平時＞

 校庭であった場所にキャンプ施設を整備。校舎内の旧給食
室やトイレ、シャワー室なども利用可能となるようにした。

 年に約100人の利用があり、その内約８割が町外からの来訪
者であることから交流人口の増加に寄与している。

 校舎の１階には、同NPO法人の事務所が入り、高齢者支援
事業の事務所として機能。

 高齢者支援事業では健康管理や送迎サービス等を実施して
おり、地域住民に困りごとがあった際には気軽に相談でき
る等、地域コミュニティ形成の拠点となっている。

 校舎の２階以上は、食料・飲料や衛生用品等を備蓄するス
ペースとして使用している。

＜災害時＞

 旧宿田曽小学校は津波浸水想定区域内に所在しているが、
津波の生じない災害や風水害に対しては避難所として活用
することができると考えた。

 そこで、南伊勢町地域防災計画では避難所予備施設（風水
害においては二次避難所として活用）として位置付け、発
災時に被害がなければ避難でき、キャンプ施設のために整
備・保守していた旧給食室やシャワー、トイレを開放して
活用する予定。

 また、キャンプ用品や旧小学校の調理用具を活用し、備蓄
食料品で炊き出しを行えるよう準備している。

 施設の利活用に向けた合意形成のため、地域ビジョンにあたる「宿田曽地域活性化計画（地域の将来ビジョン）」と廃校活
用のための「旧宿田曽小学校利活用計画」を住民ワークショップを交えながら策定。モデル事業も並行して実施し、平時利
用の試行を開始。
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取組の内容（続き）２

取組と地域計画の関係３

【地域計画における記載】

 令和６年３月に一部改定の南伊勢町国土強靱化地域計画では、リスクシナリオ「2-2 浦々等に点在する38の集落における⾧期
にわたる孤立集落等の発生」を設定し、脆弱性評価結果として「廃校等の空き施設を活用した福祉施設・地域活性化拠点の整
備（災害時には避難場所として利用し、平時はコミュニティ活性化、高齢者対策で活用）を行う必要がある」と記載。推進事
業として、「廃校を活用した福祉施設・地域活性化拠点整備」を明記。

災害時への備え

（上：旧給食室・シャワー、下：食料等の備蓄）

平時の活用の様子

（上：キャンプ施設利用、下：NPO法人わがらの事務所）
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周囲の声（庁内職員・住民・NPO職員）参考

 地域の防災意識の向上と地域の活性化、両方の実現に繋がった。（庁内職員）

 使われなくなっていた旧宿田曽小学校がきれいに整備されて、今では人が集う賑わいが戻ってきた。（住民）

 高齢者の方々への生活支援事業を立ち上げるにあたり、拠点となる事務所を探していた。行政に迅速に支援いただき、想定し
ていた施設を利用できる運びとなり、事業を計画通りスムーズにスタートすることができた。（NPO職員）

 「南伊勢町の地域強靱化の基本的考え方」という章で、南伊勢町の地域特性を整理している。災害の歴史や人口、産業といっ
た基本的な内容を記載した上で、「南伊勢町の自然と人々の暮らし」という地域の文化やアイデンティティも記載している。
他団体の計画と比較し、一段深い地域特性の理解と現状認識が行われ、地域強靱化の方向性を具体化できている。

 「土砂災害の危険箇所に立地する公共施設及び要配慮者利用施設の土砂災害対策、移転等」や「公共施設等総合管理計画に基
づき、（中略）、有益な公共施設の適正な維持保全活動を実施していく」といった施策が掲載されており、立地適正化計画や
公共施設等総合管理計画等の関連計画とも整合・連携を図っている。
＜該当箇所＞
南伊勢町地域強靱化計画 P.6、42、43

南伊勢町国土強靱化地域計画の特徴！

今後の展開予定４

 町内の他地域においても、施設利活用のための合意形成を目的とした住民ワークショップを開催し、地域ビジョンに基づいた
施設の利活用計画を策定する予定。

 住民ワークショップでは、外部有識者の知見も活用しつつ、地域特性や住民の意向、人的資源を取り入れ、災害時の利用も想
定しながら、施設の平時における利活用計画を具体的に検討していく。策定した利活用計画が確実に実行できるよう、地域運
営組織の形成支援や、地域住民の意向に沿った企業誘致など、計画に即した支援を実施していく。
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自治体名
滋賀県版「避難所運営チェックリスト」(仮称)

の作成推進による県全体の防災力向上
滋賀県

人口(R5.10.1現在)
1,406,103人

取組のキーワード

市町村支援 マニュアル 男女共同参画避難所運営

令和２年６月 策定
令和３年１月 第１回変更
令和３年６月 第２回変更
令和４年２月 第３回変更
令和５年３月 第４回変更

地域計画の履歴

風水害地震災害想定災害

取組のカテゴリ 国・都道府県・近隣自治体等（自組織以外）有識者（学識経験者等）行政職員取組主体

リスクコミュニケーション行政機能施策分野

ー活用した国の交付金等

取組の概要・ポイント

取組と脆弱性の関係

 全国での近年の災害教訓から、災害時の避難所運営における女性や高齢者等の視点が見落とされがちな主体への一層の配慮が
不可欠であると認識。

 滋賀県では近年大規模災害が発生しておらず、県内市町における避難所運営のノウハウが十分に蓄積されていないことを課題
と感じていた。

何を実施することにしたか

 県において県内市町の参考となる滋賀県版「避難所運営チェックリスト」（仮称）を作成し、各市町の避難所運営マニュアル
の見直しを促すことによって、その内容充実を図ることとした。
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取組の推進状況
 県内市町の避難所運営マニュアルの内容や国が作成している避難所運営に係る資料を踏まえ、それらを比較することで県内市

町の参考となりうる要素を整理し、滋賀県版「避難所運営チェックリスト」（仮称）の検討に着手。
 令和６年度以降は有識者や県内市町担当者の意見聴取等を行いながらチェックリストの完成を目指す。

取組を実施するきっかけとなった背景や課題１

 全国での近年の災害教訓から、災害時の避難所運営における女性や高齢者等の視点が見落とされがちな主体への一層の配慮が
不可欠であると認識。

 令和６年能登半島地震においても生理用品の備蓄やプライバシーの確保に係る問題が顕在化するなど、その重要性は高まって
いる。

 滋賀県では防災における男女共同参画の観点で以前から「女性の参画による防災力向上検討懇話会」を組織し、対応施策の検
討や同懇話会での検討成果を踏まえた住民向け啓発カードの作成を推進してきた。

 一方、県内では近年大規模災害が発生しておらず、県内市町において避難所運営のノウハウが十分に蓄積されていないことが
課題と感じていた。

 そこで、本来避難所運営は市町村が実務主体となるところ、滋賀県においては県内市町に任せきりにするのではなく、県でも
女性や高齢者等の視点が見落とされがちな主体への配慮を考慮した避難所運営チェックリストを作成し、県全体の実務能力向
上を図るとともに、県内市町の負担軽減にも貢献するよう構想した。

作成した啓発カードの例
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取組の内容２

 取組の手順として、

・避難所運営において必要な女性や高齢者等の多様な観点での配慮については、既に国が複数の資料にてその望ましい在り方
を示していることから、各資料から当該配慮に係る重要な要素を抽出。

・さらに、県内市町の避難所運営マニュアルを収集し、上記要素が盛り込まれているか対照することで、県内市町の避難所運
営マニュアルにおける多様な主体への配慮に関する記載の充足状況を確認した。

 これら充足状況を踏まえ、避難所運営マニュアルとして特に重要と考えられる要素を以下のようなプロセスで整理した。

 検討プロセスイメージ Point①
国資料から女性や高齢者等といった多様な観点での
配慮として望ましい要素を抽出（一部抜粋）

Point②
県内市町のマニュアルにおける各要素の充足状況を確認し、チェックリストに
盛り込むべき要素を検討（別途その他県独自の観点についても検討を加える）
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考察採用の是非No.

充足率は高いが、記載が不十分な市町においては「おむつ」には言及があるものの「生理用品」への
言及が欠如しているケースが散見される。災害時の生理用品については今般の能登半島地震において
も注目を浴びており、改めて明記することをチェックリストにおいても推奨する必要がある。

〇14

＜チェックリストに盛り込む要素の検討＞

取組と地域計画の関係３

【地域計画における記載】

事前に備えるべき目標

劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪化・死者の発生

県内市町全体の底上げを図るべく、ガイドライン作成をはじめとして、県において市町の災
害対応力向上を実務面で支援することとし、その旨を地域計画の内容充実（計画推進のため
に定める「滋賀県防災プラン」への反映を含む。）に盛り込むことを検討している。

いつ起こるかわからない大規模災害に備
えて、県民の安心安全を守るために

周囲の声（庁内職員・住民・企業）４

 防災分野で見落とされがちな視点を決して見落とすことなく、市町への支援を通じてだれもが安心して暮らせる地域にしてい
きたい。（庁内職員）

 災害時に配慮が必要な人が安心して「避難所に行ってみようか」と思っていただきたい。（庁内職員）
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今後の展開予定５

 令和５年度に整理した要素をもとに、令和６年度以降は庁内各担当部署のほか、男女共同参画等に係る有識者からの意見聴取
や県内市町担当者らとの協議を経て、チェックリストを完成させるほか、市町の災害対応力の向上の取組を進めていく。
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自治体名

自治会単位の災害情報の発信により住民の適切な避難行動を実現 京都府福知山市
人口(R5.10.1現在)

75,453人
取組のキーワード

避難のあり方検討会 自治会単位の災害情報発信自治会単位の避難トリガー基準値

令和元年12月 策定地域計画の履歴

風水害想定災害

取組のカテゴリ 地域住民行政職員取組主体

デジタル活用リスクコミュニケーション情報通信施策分野

取組の概要・ポイント

取組と脆弱性の関係
 福知山市は、これまで度々風水害を経験しており、洪水、内水氾濫や土砂災害を主要なリスクと捉えている。

何を実施することにしたか

 令和元年より、有識者を交えた「避難のあり方検討会」を開催し、住民避難に係る課題解決や災害時の確実な避難につなげる
ための情報発信のあり方について検討した。

 ５回にわたる検討会での議論を踏まえ、確実な住民避難につなげる取組として、「避難指示」などの避難情報に加え、よりき
めの細かい避難トリガーとなる基準値を自治会単位で設定（ローカルエリアリスク情報）し、市防災アプリを通じて基準値超
過状況をリアルタイムに発信できる仕組みを構築することとした。

取組の推進状況
 センサーを通じた基準値超過の情報の自動収集、防災アプリを通じた住民への発信を自動で行うシステムを構築し、職員の負

担軽減および情報発信の迅速化を図った。
 ローカルエリアリスク情報は、市の運営する防災アプリや自治会が作成する地域版防災マップなどを通じて周知を進めている。
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取組を実施するきっかけとなった背景や課題１

 福知山市内には、一級河川の由良川が流れ、過去に、大雨による河川氾濫、浸水被害、土砂災害が何度も発生しているため、
市は風水害を主な災害リスクとして捉え、国・府と連携した治水対策や避難確保、災害情報伝達等のソフト対策を実施してき
た。

 平成30年７月に発生した豪雨災害後に市民を対象にアンケートを実施した結果、「避難勧告・避難指示の発令を認知していな
がら避難行動をとらなかった市民の割合が多い」ことが判明し、市民の確実な避難行動の実現が特に課題として浮き彫りに
なった。

 令和元年11月12日に、学識経験者、地域代表、市、福知山市社会福祉協議会、京都府、近畿地方整備局福知山河川国道事務所
等により構成される第１回「避難のあり方検討会」を開催し、令和３年３月22日の第５回「避難のあり方検討会」まで、計５
回にわたり、災害時における住民の確実な避難を実現するための情報発信のあり方等について検討を実施した。

 検討の結果、広域な市域を一様に評価し避難指示を発令するのではなく、よりきめの細かい自治会単位で避難トリガーとなる
基準値（ローカルエリアリスク情報）を設定し、災害時に市防災アプリを通じてその情報をリアルタイムに発信することで、
住民に災害を自分事として捉えてもらい、確実な避難行動につなげる方針を定めた。

取組の内容２

【ローカルエリアリスク情報の設定】

 避難トリガーとなる基準値には、市が設ける浸水センサーが計測する浸水深のみならず、気象台や京都府が発表する土壌雨量
指数や河川水位情報も活用している。

 基準値の設定は、行政主導ではなく自治会主導での実施を促しているが、これは住民自らによる設定を通し、情報をより身近
に感じてもらう狙いがある。

【運用状況】

 各地のローカルエリアリスク情報の基準値超過の把握は、取組当初は市職員が手作業で行っていたが、情報発信までに時間を
要することから、リアルタイムでの情報取得、基準値超過時における自動での情報発信を行うシステムを開発した。各自治会
へのローカルエリアリスク情報の伝達は、令和３年５月から運用を開始した防災アプリとの連動により、配信を行っている。

 自治会単位で作成する、災害時の地域の避難所、避難経路を記載した地域版防災マップに、ローカルエリアリスク情報も併せ
て掲載することにより周知を進めている。
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【普及状況】

 令和５年８月にも台風による避難情報の発令等があったことから、10月から12月にかけてローカルエリアリスク情報の実災害
での利用状況等を把握すべく住民アンケートを実施した。

 未だ「避難指示等の対象だが避難行動をとらなかった市民の割合が多い」ことや「ローカルエリアリスク情報」が避難トリ
ガーとなっている割合が低いことが判明しており、引き続き普及啓発等を進める必要がある。

ローカルエリアリスク情報の考え方（内水氾濫の場合）

アンケート調査結果（一部）
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取組と地域計画の関係３

【地域計画における記載】

起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

・大規模な土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷者の発生

脆弱性評価の結果

災害リスクから住民避難につなげる情報発信のあり方の検討や情報伝
達手段の多様化に対応した防災行政無線設備等の整備を図る必要があ
る

・これまで確実な住民避難行動につなげる施策の言及は
なかったところ。
・確実な住民避難行動に係る情報発信のあり方について
は検討を終えたことから、ローカルエリアリスク情報の
精度向上、普及啓発の強化、情報発信の多重化などにつ
いて地域計画に明記し、取組を促進していく。

周囲の声（庁内職員・住民・企業）４

 システム化により令和5年8月の台風災害時には、情報が錯綜する中、計画どおりのタイミングで情報発信することができた。
（庁内職員）

 避難に関する市からの情報を受け、山とは反対側に移動した後に土砂災害が発生し、命を守ることができた。（住民）

今後の展開予定５

 ローカルエリアリスク情報の設定や地域版防災マップの作成を未実施の自治会を対象に、各取組の実施を促進することにより、
自治会単位の避難トリガーの定着を図り、市内全域における確実な住民避難の実現につなげる。

 現在は情報発信手段が市の防災アプリにとどまっており、アプリを有しない住民へはローカルエリアリスク情報の基準超過を
通知できない状況となっているため、防災アプリの普及を図るとともに、情報発信の手段を多重化することにより、取組の実
効性を高めていく。
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自治体名

八幡市防災アプリの導入 京都府八幡市
人口（R6.9.30現在）

68,789人
取組のキーワード

多言語対応情報伝達手段の多重化スマートフォン

令和２年６月 策定
令和５年４月 改定地域計画の履歴

風水害地震災害想定災害

取組のカテゴリ 地域企業等行政職員取組主体

デジタル活用情報通信防災教育等施策分野

取組の概要・ポイント

取組の内容取組を実施するきっかけとなった背景や課題

 市民に向けた災害時等の情報伝達手段の多重化を目的とし、
スマートフォン及びタブレット端末で利用可能な「八幡市
防災アプリ」を構築した。

 八幡市は、複数の河川があり、大雨の際は降雨情報や河川
水位情報など避難行動に必要な情報を地域ごとにきめ細か
く速やかに発信・共有することが求められている。

 スマートフォンの普及等による地域住民の生活様式の変容
に伴い、新たな情報伝達手段の確立が求められていた。

 外国人居住者の急増による情報発信の多言語化や防災無線
が聞こえづらいとの声を踏まえた情報発信の多重化の必要
性が高まっていた。
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取組を実施するきっかけとなった背景や課題１

 八幡市の近傍には一級河川である木津川、宇治川及び桂川など複数の河川があり、台風や線状降水帯による大雨の際は降雨情
報や河川水位情報など避難行動に必要な情報を地域ごとにきめ細かく速やかに発信・共有することが求められている。

 これまで防災に関する情報伝達手段として防災行政無線、緊急速報メール等を活用していたが、スマートフォンの普及等によ
る地域住民の生活様式の変容に伴い、新たな情報伝達手段の確立が求められていた。

 その他に、外国人居住者の急増による情報発信の多言語化や防災無線が聞こえづらいとの声を踏まえた情報発信の多重化の必
要性が高まっていた。

 そこで、スマートフォン等で利用可能な防災アプリケーションを導入することを考案した。

取組の概要・ポイント

今後の展開予定取組と地域計画の関係
 スマートフォンを利用するすべての地域住民に本アプリを

利用してもらえるよう広報活動に努め、更なる防災意識の
向上や適切な避難行動の促進を目指す。

 リスクシナリオ「1-5 情報伝達の不備による避難行動の
遅れで多数の死傷者の発生」の脆弱性評価の結果として、
「防災アプリケーションの導入を進め、防災行政無線、緊
急速報メールなど複数の情報伝達体制の構築により、住民
の命を守る体制を確立する必要がある。」と記載している。

取組の内容２

 市民に向けた災害時等の情報伝達手段の多重化を目的として、スマートフォン及びタブレット端末で利用可能な「八幡市防災
アプリ」の構築を実施し、令和３年４月１日より運用を開始した。アプリ構築に係る要件定義は市の職員の意見を反映させ、
開発は民間企業に委託した。

 「八幡市防災アプリ」は、視覚的に災害の危険性が判断できるように設計しており、アプリホーム画面にあるアイコンの色が
危険性のレベル（※）ごとに変わる仕様にしている。

 加えて、避難情報や気象警報の状況等のプッシュ通知が可能であり、情報伝達の即時性を確保している。
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 河川の水位・河川カメラ・避難所開設情報・避難所の混雑状況等の確認など災害時に有用な機能のみならず、平時から１週間
天気予報や雨雲レーダーの確認ができ、１つのアプリに防災対策や避難行動に必要な情報を集約している。

 本アプリは、音声読み上げ機能や多言語にも対応し、日本語に慣れない外国籍住民の適切な避難行動の促進にも寄与している。

 令和７年１月７日時点で市民の約２割に当たる12,882件のダウンロード数があり、新たな情報伝達手段として有効に活用され
ている。

「色の変化」でわかる災害情報

災害発生時の危険度を
５段階で表示。
レベル４・５は点滅でお知らせ。

災害発生レベル５5

避難レベル４4

警報レベル３3

注意レベル２2

早期注意レベル１1

「モード切替」で誰でも使える画面設計

やさしい日本語モード かんたんモード（※）危険性のレベル

取組と地域計画の関係３

【地域計画における記載】

 令和２年６月策定（令和５年４月改定）の八幡市国土強靱化地域計画では、リスクシナリオ「1-5 情報伝達の不備による避難
行動の遅れで多数の死傷者の発生」の脆弱性評価の結果として、「防災アプリケーションの導入を進め、防災行政無線、緊急
速報メールなど複数の情報伝達体制の構築により、住民の命を守る体制を確立する必要がある。」と記載している。

 地域計画の記載が本取組を実施するための根拠となり、全国的に早い段階での市独自の防災アプリの構築実現に至った。
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周囲の声（庁内職員・住民・企業）参考

 災害対応で必要となる情報を一元化でき、情報収集が楽になった。(市職員）

 地震や台風の情報のほか、豪雨になりそうな時に通知が来るのが便利。（市民）

今後の展開予定４

 スマートフォンを利用するすべての地域住民に本アプリを利用してもらえるよう広報活動に努め、更なる防災意識の向上や適
切な避難行動の促進を目指す。
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【大阪府大東市】バイオマス発電企業との協力による災害廃棄物の処理

【ポイント】

 大東市では、過去の災害経験から災害時に大量に発生する災害廃棄物の処理が課題であったため、市内に立地するバイオ
マス発電企業との連携により災害廃棄物を発電のための資源として活用する処理体制の構築を推進

 さらに、災害発生時の電源確保のため、災害廃棄物から発電した電力を避難所等へ供給することについても合意
 災害廃棄物の処理と非常電源確保の取組の推進を担保すべく、地域計画に施策として明記し、官民連携による施策の推進

体制構築の促進に寄与

１．取組を実施するきっかけとなった背景や課題

 過去の災害教訓から、災害時に発生する大量の粗大ごみが道路・緊急避難場所等を占拠し、災害対応や災害復旧に支障を
きたすことが明らかになっており、その処理に課題を抱えていた。

 一方、市内でバイオマス発電を行い、市役所や市内小・中学校にも電力供給しているＴＪグループホールディングス株式
会社より、災害時に市へ貢献したいと申し出があり、調整の上、災害廃棄物の保管や処理のみならず廃棄物から発電され
た電力の避難所等への電力供給等も盛り込んだ協定締結に至った。

２．取組の内容

 具体的な取組内容は以下のとおりである。
 同社のバイオマス発電施設において倒木や木製家具類、解体木材等の可燃物である災害廃棄物をチップ化し、電力を発電

して避難所等へ電力を供給
 被災された地域住民を同施設内で受け入れ
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（連携イメージ図）

３．本取組と地域計画の関係及び取組の効果等

【地域計画における記載】
 同社との災害協定は地域計画の素案検討と並行して締結された。
 協定締結後の具体的な取組推進を担保すべく、協定を前提とした具体的な取組内容を「災害時に市街地において大量に発

生する災害ごみ（廃材、家具等）をバイオマス発電の資源として活用することにより災害ごみを軽減し、道路・公園等の
機能回復を早期に図る。」と記載した。

【取組の効果等】
 民間企業の得意分野・特徴を捉えた、官民連携による災害廃棄物対策の好例として注目されている。
 その他以下のような効果を見込むことができ、市として重要な取組になっている。
 民間企業の敷地や会議室等を災害廃棄物保管場所や避難者の受入スペースとして協力いただくのみならず、処理を通じた
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さらに、他の発電施設が被災し、電力供給が停止した場合であっても避難所等の施設に電力を供給することが可能（※電力
供給は送電線が被災していない前提）

４．周囲の声（庁内職員・住民・企業）

 日本経済新聞、産経新聞等、マスメディアで紹介
 経済産業省資源エネルギー庁地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰で紹介
 視察の受け入れ（尼崎市議団）

５．今後の展開予定

 防災訓練等をもとにした防災協定の実効性の確認や、具体的な搬入・処理等の手続を定めたマニュアルの作成
 防災協定の発展（一案：検討材料）

（１）同社の保有するグラップル等の重機を活用した協力活動の拡大
・広域緊急交通路及び地域緊急交通路を閉鎖する瓦礫の撤去
・倒壊家屋の撤去

（２）可燃物以外の災害廃棄物の一時置き場としての用地の借用 等
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【大阪府東大阪市】地域計画に位置付けた施策の早期検討・事業化

脆弱性評価により課題を抽出

 地域計画の策定過程において実施した脆弱性評価により、市施設としての備蓄倉庫、市の物資集積拠点ともなり得る倉庫
の必要性が顕在化してきた。

 第一次避難所（小中学校等）の備蓄倉庫以外に、民間施設の一部を主に備蓄倉庫として利用しているが、借用部分は１年
更新であるとともに、元々倉庫としての建築物ではないため、部屋や通路の形状が荷物の搬入・搬出作業には不向きで
あった。

防災倉庫の整備検討を早期に実施

 地域計画の策定を受けて、市内において最大震度６弱が想定されている南海トラフ地震発生の切迫性が高まってきている
ことも踏まえ、事業検討を早期に行うこととした。

 令和２年度に入り、防災倉庫の建設に向けた検討を始め、令和３年１月から防災倉庫の建設にかかる庁内会議を開始し、
令和３年度末に「（仮称）東大阪市立防災倉庫建設基本計画」を策定した。以降、当計画に基づき設計・施工を行い、速
やかな事業の完了を目指している。

期待される効果

 現在の施設と比べて、物資の搬入・搬出の手間が各段に向上する。特に、物資運搬車が配置場所の近くまで進入できるよ
うになるため、救援物資の荷下ろしや避難所等への物資配送の積み込み等にかかる時間も短縮され、被災者への迅速な物
資提供が実現できる。

 市に一番大きな被害をもたらすとされている生駒断層帯地震が発生した場合、想定避難所避難者数である97,444人、そ
して在宅避難者や自治会館等地域での避難者を考慮した際、救援物資を受け入れる場所は現状の物資拠点以外の場所も確
保する必要がある。災害時の受援を考えると当防災倉庫を物資拠点の候補（物資拠点に格上げもしくは代替場所）となる
ことも想定できる。
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自治体名

女性防災士育成研修の実施 大阪府熊取町
人口(R5.9.30現在)

42,882人
取組のキーワード

地域防災力研修防災士女性

令和２年５月 策定地域計画の履歴

災害全般想定災害

取組のカテゴリ 地域住民行政職員取組主体

人材育成リスクコミュニケーション防災教育等施策分野

ー活用した国の交付金等

取組の概要・ポイント

取組と脆弱性の関係

 熊取町では、いつ起こるかわからない大規模災害時において住民が自ら命を守るためには、自助・共助の意識向上が不可欠で
あり、そのためには地域のリーダー担い手の育成が急務と認識。

 現状、地域計画策定時から防災士を育成することを重要業績指標（KPI）に設定し、令和元年度には100名を目標に防災士育
成研修を行ったが、受講実績に男女比で偏りがあることが課題の一つであった。

何を実施することにしたか

 大規模災害時の避難所運営において、幅広い世代の女性の参画が必要不可欠であることを踏まえ、防災士の男女比率を同程度
にすべく、令和５年度には女性のみに限定した防災士育成研修を実施することとし、女性が受講しやすい環境づくりを行った。

取組の推進状況
 子育て中の女性でも安心して研修に参加できるよう、研修会場と同じ建物内で保育を実施し、子どもの近くで安心して受講で

きる配慮を行った結果、受講希望者が当初想定していた定員50名を超える大きく超える77名が研修に参加し、64名の女性の
防災士を育成することができた。
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取組を実施するきっかけとなった背景や課題１

 熊取町では人口減少・世帯の核家族化が進む中で、地域コミュニティの希薄化を懸念していた。

 南海トラフ地震のような大規模災害に備えるため、公助だけでなく自助・共助が重要であること住民に理解してもらい、地域
での自主防災マニュアル作成を進める必要があるところ、思うように取組が進まないことについても懸念していた。

 これらの懸念を踏まえ、地域防災力の向上を図るべくそのリーダーとなる防災士の育成研修を実施したが、その受講者は男性
に偏っており、女性が少ないことが課題であった。

 他の地域で発生している近年の災害から、女性の視点を欠いた災害対応が問題となっていることも踏まえ、女性の視点を活か
した包括的な災害対応を地域全体で実施できるようにするため、まずは女性リーダーの育成を目指すこととした。

取組の内容２

 熊取町では、令和元年度に100名の防災士を育成することを目標に、
定期的な研修等の実施を行ってきた。

 令和５年には避難所運営等への幅広い世代の女性の参画・を推進す
ることを狙い、対象を女性に絞った女性防災士育成研修を実施する
こととした。

 女性防災士育成研修では、子育て中の女性でも安心して研修に参加
できるよう、研修会場と同じ建物内で保育を実施し、子どもの近く
で安心して受講できるよう
にするといった工夫を行った。

 当該研修では77名が研修に参加し、64名の女性防災士を育成するこ
とができた。

女性防災士育成研修の案内チラシ
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取組と地域計画の関係３

 【地域計画における記載】

 女性を対象とする本取組は地域計画に直接的には記載していないものの、大規模災害時の避難所運営や日頃の地域の自主防災
訓練への女性の参画を大いに促進させるために、形式的な防災士育成に留まらない効果的な具体施策として考案されたもので
あり、「地域の防災・減災力の向上」に確実に寄与するものとなっている。

事前に備えるべき目標

・直接死を最大限防ぐ
（対策）⇒地域の防災・減災力の向上

重要業績指標（KPI）

防災士の育成事業における年間の目標育成人数
⇒100名

地域計画では重要業績指標を設定することで取組の進捗
管理に活用するとともに町として防災士の育成に注力す
ることを内外に明示。

周囲の声（庁内職員・住民・企業）４

 自助・共助、地域での防災組織を高めていかなければいけないと防災に対する意識が変わった。（受講者）

 今後は防災士で集まって実習や意見交換をしたい。（受講者）

 女性のみということで研修が受けやすかった。（受講者）

 チラシに「子育て世代」と書いてあったからか、同じくらいの年代が集まっているのも良かった。（受講者）

今後の展開予定５

 本取組は令和５年に初めて実施したもので、端緒に付いたばかりであるが、今後も継続して取り組むことで老若男女幅広い防
災リーダーの育成充実を図る。

 また、単に育成するだけではなく、令和４年度には別途防災士のフォローアップ研修も実施しており、今後も継続して実施し
ていく。
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自治体名

ケーブルテレビ事業者と連携したFM告知端末機の設置 兵庫県洲本市
人口（R6.5.1現在）

41,070人
取組のキーワード

ラジオ FM告知端末CATV加入世帯情報伝達手段

令和２年９月 策定地域計画の履歴

災害全般想定災害

取組のカテゴリ 地域企業行政職員取組主体

リスクコミュニケーション情報通信行政機能施策分野

なし活用した国の交付金等

取組の概要・ポイント

取組の内容取組を実施するきっかけとなった背景や課題
 新告知システムについては、本市CATV施設のうちテレビ放

送系の設備（利用者約18,000件）を利用するシステムであ
ることから、情報通信系の設備（利用者約12,000件）を利
用する従来の告知システムの約1.5倍の世帯等への設置、普
及が可能となる。現時点で約15,000世帯への設置を行い、
行政情報及び防災情報の伝達手段の向上並びに安全・安心
なまちづくりに寄与している。

 従来の告知システムの製造及び保守対応が終了することか
ら、新システムの構築が必要となった。従来どおりのIP方
式では構築コストが膨らむのも課題であった。

 従来の告知放送サービスではインターネットサービスを契
約していない家庭に対し緊急放送の提供ができない状態で
あった。

今後の展開予定取組と地域計画の関係
 普及率を100％に近付けるため、まだ宅内工事を申込され

ていない加入者への電話、訪問等のアプローチを引き続き
行い、進捗率の向上に努めることとしている。

 地域計画内で起こってはならない最悪の事態として「防
災・災害対応に必要な通信インフラのマヒ・機能停止」
「テレビ、ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者
に伝達できない事態」を設定しており、この２つに対応す
る具体取組として本取組が挙げられている。
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取組を実施するきっかけとなった背景や課題１

 従来の告知放送はIP方式の告知サービスを使用していたが、機器の製造及び保守対応が終了することから告知放送を行える代
替システムを探す必要があったが、同様のIP方式でのシステムを再度構築するのは高コストであった。

 またIP方式のサービスは提供にLAN回線が必要であることから、CATV電話サービス(IP電話)を契約していない世帯には緊急放
送を提供できず、また災害時にインターネットが使用不可能になったり、被害を受け断線を起こした場合などには告知放送が
提供できなくなるという課題もあり、災害時にも使える通信手段を複数用意することが必要だった。

取組の内容２

 洲本市とケーブルテレビ会社（淡路島テレビジョン）が取組主体となり、ケーブルテレビを契約している全世帯を対象に、一
斉放送が可能となるＦＭ告知端末機およびその設置のための工事を無償提供した。

 FMでの告知放送はアナログ方式のFM波を使用するため、LAN配線がない世帯にも告知放送サービスを提供でき、かつ災害時
にインターネットが使用不可になった場合も緊急放送を届けられるというメリットがある。加えて、IP方式に比べてもローコ
ストでの提供が可能である。新告知システムについては、洲本市CATV施設のうちテレビ放送系の設備（利用者約18,000件）
を利用システムであることから情報通信系の設備（利用者約12,000件）を利用する従来の告知システムの約1.5倍の世帯等への
設置・普及が可能となった。

 令和２年から令和４年の３年間にかけてＦＭ告知システムへの移行を進め、令和５年１月時点では、対象世帯への告知放送端
末設置率は67％から93％まで拡大し、屋外拡声器と組み合わせて行政情報や地域のお知らせ、自然災害に対する注意喚起や情
報提供が可能になった。新告知端末導入後、実際に地域（町内会）の連絡事項等の告知に加え、火災発生の放送や災害時の緊
急放送（Jアラート等）の放送を行っている。

 告知端末は災害時には持ち運びが可能で、AM・FMラジオを聴くことも可能である。

 告知端末が壊れた際・耐用年数が過ぎた際の取り換えは淡路島テレビジョンが行い、費用は洲本市が負担する。

279



取組と地域計画の関係３

【地域計画における記載】

 令和２年に策定した国土強靱化地域計画では、起きてはならない最悪の事態として「４－１ 防災・災害対応に必要な通信イ
ンフラのマヒ・機能停止」「４－２ テレビ、ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない事態」を設定し
ており、対応する施策として本取組を位置づけている。本取組により、災害によって通信インフラが寸断しテレビ・ラジオか
ら必要な情報を入手できなくなった場合にも、行政から適切な災害関連情報を伝達することが可能となる。また、防災放送等
が聞こえづらい地域に住む世帯に対しても情報を届けることができ、より多重的な対策が実現する。

周囲の声（庁内職員・住民・企業）参考

 どこにいても携帯電話から（防災放送でも連絡事項でも）放送できるから良い。（町内会⾧）

今後の展開予定４

 普及率を100％に近付けるため、宅内工事をまだ、申込されていない加入者への電話、訪問等のアプローチを引き続き行い、
進捗率の向上に努めることとしている。

FM告知端末機 FM告知端末設置イメージ
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自治体名

自走式水洗トイレカー導入 兵庫県南あわじ市
人口（R6.5.31現在）

44,130人
取組のキーワード

 オストメイト・車いすへの対応 福祉ニーズへの対応 衛生状態確保 トイレカー

令和２年３月 策定
令和６年３月 改定地域計画の履歴

災害全般想定災害

取組のカテゴリ 行政職員取組主体

保険医療・福祉住宅・都市施策分野

取組の概要・ポイント

取組の内容取組を実施するきっかけとなった背景や課題
 自走式水洗トイレカーを導入。

 災害時や被災地への応援だけでなく、平時は、市主催のス
ポーツイベントや防災訓練等で活用。

 被災時のトイレの衛生問題は避難所の環境改善の観点から
重要な問題であり、簡易トイレや携帯トイレの備蓄・活用
も進めているが、災害状況下においても、平時に近い衛生
的で快適なトイレ環境づくりが課題であったことから、ト
イレカーの導入を検討した。

今後の展開予定取組と地域計画の関係
 被災地派遣で明確化した課題への対応策の検討・運用性の

向上に加え、全国的なトイレカーの普及とネットワークの
構築。

 マンホールトイレの設置等、避難所のトイレ環境に対する
複合的な改善施策の推進。

 リスクシナリオ「２－６ 劣悪な避難生活環境、不十分な
健康管理による多数の被災者の健康状態の悪化・死者の発
生」の対応施策として記載。

 KPIとして「自走式水洗トイレカーの導入」を掲げている。
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取組を実施するきっかけとなった背景や課題１

 南あわじ市は淡路島の南部に位置し、淡路島は明石海峡大橋と大鳴門橋の２橋により、本州・四国からのアクセスが可能であ
る。しかし、南海トラフ地震等の大規模災害が発生した際には、一時通行ができないことが予想され、発災直後は外部からの
支援は期待できず、まさに孤島となる可能性がある。

 過去の災害では、上下水道施設の被災等により使用できなくなったトイレが汚物でいっぱいになるなど劣悪な環境になった例
が数多く報告されている。また、そのようなトイレを使用したがらない避難者がトイレに行くことを控えることが原因となっ
て、エコノミークラス症候群や心筋梗塞等の「災害関連死」に至ることも問題となっている。

 そのため、携帯トイレ・簡易トイレ等の備蓄や災害時の活用も進めているが、平時とは異なるトイレ環境に被災者が抵抗感を
覚えるなど課題が多く、災害時においても平時に近い衛生的で快適なトイレ環境づくりが課題であったところ、トイレカーを
先進的に導入している静岡県藤枝市への議員視察があり、これを受けて本市の防災力強化という目標を達成する、１つの手段
として自走式水洗トイレカーを導入した。

取組の内容２

 所有する水洗トイレカーは、自走式であるため災害発生後速やかに派遣でき、衛生的で快適なトイレを提供することが可能で
ある。福祉ニーズにも対応しており、垂直昇降機を備え、車いす利用者やオストメイトに対応したトイレカーは全国初（導入
時）。

 災害時だけでなく、平時でも市主催のスポーツイベントや防災訓練での展示等、地域住民をはじめ、参加者に対しても広くPR
を行っている。

 令和６年能登半島地震の際は、石川県珠洲市に１月８日～５月31日の約５か月間、トイレカーを派遣し被災地支援を行った。
また、被災時に自走式水洗トイレカーを相互派遣する「災害時応援協定」を愛媛県宇和島市、⾧崎県島原市と締結している
（R6.5.31時点）。

 トイレカー自体の維持に必要となる経費は燃料費、自動車保険料等含め350千円/年程度であり、汚物の廃棄等に別途費用がか
かる。
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取組と地域計画の関係３

【地域計画における記載】

 令和２年３月制定の国土強靱化地域計画では、リスクシナリオとして「２－６ 劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理によ
る多数の被災者の健康状態の悪化・死者の発生」を設定しており、当該リスクシナリオに対する対応方策の推進方針の１つに、
「毛布やトイレなど、避難生活環境を整える物資等の備蓄を推進する。」と記載している。多重防御の観点より、被災者の生
活環境改善の施策を様々実施する旨が地域計画内に記載されているが、その中の一つとしてトイレカーの導入が挙げられてい
る。

 KPIとして「自走式トイレカーの導入」を掲げており、令和２年度に整備することを目標としていたが、令和２年12月に導入
済みである。

 令和６年能登半島地震への支援を受け、自走式水洗トイレカーの必要性や、相互応援協定等の横のつながりの重要性を再認識
した。本市の防災力を強化し、大規模自然災害に対して、国・県あるいは近隣市とも連携・調和のとれた「強さ」と「しなや
かさ」を備えた『強靭な南あわじ市』を推進するため、内容充実を含め改訂を行う予定である。

被災地支援の様子 トイレカー平面図
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周囲の声（庁内職員・住民・企業）参考

 和式の仮設トイレは高齢者や幼児の使用に懸念があるが、トイレカーは洋式で臭いも少なく、水洗のため衛生的で使いやす
い。（トイレカー利用者）

 流水で手を洗うことができ、診察・診療時に菌を持ち込んでしまうことを心配せずに、支援ができる。（医療関係者）

 トイレカーを無くしては支援活動ができなかった。（医療関係者）

 被災者を直接的に支援するほかに、医療関係者等の支援者を支援するという新たな視点を得た。（庁内職員）

※能登半島地震での派遣実績を受け、兵庫県内だけでなく、全国の自治体でもトイレカーの導入検討が始まっている。

今後の展開予定４

 導入後、初となる石川県珠洲市への災害派遣により、実際の災害状況下でトイレカーを運用する際の課題が明確になった。ト
イレの利用停止時間を最小限にするためにも、便器洗浄や手洗いに使用する浄水の供給体制と汚泥処理の仕組みづくりが不可
欠である。今後、これらの課題への対応策を検討し、運用性の向上を図るとともに、全国的なトイレカーの普及・ネットワー
クの構築を目指す。

 前述のトイレカーの運用性の向上のみならず、マンホールトイレの設置や携帯トイレ・簡易トイレの備蓄の充実等、複合的に
災害時のトイレ環境の充実を図る。
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自治体名
EV・LPガス発電および再生可能エネルギーを活用した

避難所への電力供給事業
奈良県

人口（R6.9.1現在）
1,285,733人

取組のキーワード

再生可能エネルギー電力の強靱化避難所のライフライン

平成28年５月 作成
令和３年３月 改定地域計画の履歴

風水害地震災害想定災害

取組のカテゴリ 行政職員取組主体

環境行政機能エネルギー施策分野

取組の概要・ポイント

取組の内容取組を実施するきっかけとなった背景や課題
 地域の公民館などの小規模な避難所（定員100人程度以

下）に対して、災害時に必要な電力を自給するための設備
導入に対する補助事業を実施している。補助の対象には、
電気自動車から電気を取り出す設備、LPガスを用いた発電
機、太陽光発電設備などが含まれている。

 平成23年の東日本大震災を契機に、奈良県では電力需給の
逼迫や紀伊半島大水害による大規模停電を経験し、新たな
エネルギー対策の必要性を認識した。この教訓を踏まえ、
平成25年度に「奈良県エネルギービジョン」を策定し、特
に緊急時のエネルギー対策として避難所での電源確保を推
進している。

今後の展開予定取組と地域計画の関係
 引き続き本取組の推進及び広報を行い、奈良県内の指定避

難所における非常用電源の導入率を2030年度までに100％
にする。

 リスクシナリオ２－５において「多数かつ⾧期にわたる孤
立集落の発生を防ぐ」の記載があり、これに対応する取組
施策として「避難所や災害時拠点施設での非常用電源整備
等の支援を行うなど、避難生活や災害時の活動に必要なエ
ネルギーの確保を図る。」の記載がある。
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取組を実施するきっかけとなった背景や課題１

 平成23年に発生した東日本大震災を契機とした県内での電力需給逼迫や、紀伊半島大水害によって生じた大規模な停電等を
受け、県における新たなエネルギー政策が必要であると認識。

 上記の教訓を踏まえ、奈良県では平成25年より「奈良県エネルギービジョン」を策定。以降３か年ごとに改訂を行い、現在
は第４次（計画期間：令和４年～令和６年）に当たる。

 このビジョンの中では「緊急時のエネルギー対策の推進」を柱の１つとして設定しており、避難所における緊急時の電源確保
を促進している。

取組の内容２

 地域の公民館など、市町村が指定する避難所のうち定員100名程度以下の比較的小規模な避難所に対し、災害時に必要な電力
等を自給するための設備導入に対して補助金を交付する事業を実施している。補助率は２分の１であり、補助上限額は40万
円（後述の太陽光発電設備及び蓄電池のみ100万円）である。

 具体的には、電気自動車に蓄えられた電気をそのまま避難所に給電できるV2H・V2Lの設備、日常的に使用するLPガスを用い
て発電が可能なLPガス発電設備、持ち運び可能な可搬式蓄電池、太陽光発電設備とその電気を蓄電する蓄電池など、幅広い
設備に対し補助金を交付している。また、電力設備だけでなく非常用照明器具の併設も補助金の対象となる。

 本補助金により37件（４市町村）非常用電源等が導入され、令和5年3月末時点で、県内指定避難所への非常用電源の導入率
は66.5％となった。

設置されたLPガス発設備
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取組と地域計画の関係３

【地域計画における記載】

 令和３年３月に改定された国土強靱化地域計画において、リスクシナリオ２－５に「多数かつ⾧期にわたる孤立集落の発生を
防ぐ」の記載があり、これに対応する取組施策として「災害時孤立のおそれのある地区におけるエネルギーの確保」として、
「避難所や災害時拠点施設での非常用電源整備等の支援を行うなど、避難生活や災害時の活動に必要なエネルギーの確保を図
る。」の記載がある。加えて「避難所へのLPガスの優先的供給に関する協定を各市町村が各LPガス協会支部と締結するよう
支援する。」の記載もあり、LPガスを用いた発電がしやすい環境を後押しする市町村向けの施策も実施している。

今後の展開予定４

 能登半島地震の対応から、避難所の生活環境向上が重要であることを再認識したため、引き続き本取組の推進及び広報を行い、
2030年度までに県内指定避難所への非常用電源の導入率を100％とする。
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自治体名
避難所におけるLPガス発電を用いた自立分散型エネルギーの確保

及び分散備蓄等による災害時の物資供給体制の強化
奈良県奈良市

人口（R7.1.1現在）
347,187人

取組のキーワード

備蓄 LPガス発電機自立分散型エネルギー

令和元年12月 第１版策定、令和２年２月 第１－２版策定、令和３年12月 第２版策定、
令和５年３月 第３版策定、令和６年３月 第４版策定、令和７年３月 第５版策定地域計画の履歴

風水害地震災害想定災害

取組のカテゴリ 地域企業等行政職員取組主体

行政機能エネルギー住宅・都市施策分野

緊急防災・減災事業債活用した国の交付金等

取組の概要・ポイント

取組の内容取組を実施するきっかけとなった背景や課題

 LPガス設備が導入されている小中学校のうち、給食室のあ
る学校施設にLPガス発電機を整備することで、停電が発生
した場合でも自立稼働でき、災害時の電力確保を図った。

 災害用の備蓄物資を拠点となる集中備蓄倉庫に一定量保管
するとともに、分散備蓄倉庫を整備し、災害の初動期に即
応性のある対応ができるよう分散して備蓄することとした。

 近年頻発する地震や風水害においては、⾧期間大規模な停
電が発生した事例もあり、避難所における電力確保対策が
求められていた。

 併せて、頻発する地震や風水害への備えとして災害用の備
蓄を強化する必要があった。

今後の展開予定取組と地域計画の関係

 該当施設へのLPガス発電機の設置は完了（令和４年度）。

 災害時に備え、分散備蓄倉庫及び集中備蓄倉庫の管理等を
継続して行う。また、防災倉庫が未整備である避難所には
小型備蓄倉庫を設置し、災害発生時に迅速かつ確実に避難
者を受け入れられる体制の構築を進める。

 リスクシナリオ「４－１社会経済活動の維持に必要なエネ
ルギー供給の停止」に対する対応施策として、「防災拠点
（避難所等）に蓄電池やＬＰガス発電機、太陽光発電等の
再生可能エネルギーを活用できる設備を整備し、災害時の
電力確保を図る。」等を打ち出している。 288



LPガス発電機（イメージ）

取組を実施するきっかけとなった背景や課題１

 近年頻発する地震や風水害においては、⾧期間大規模な停電が発生した事例もあり、避難所における電力確保対策が求められ
ていた。

 併せて、頻発する地震や風水害への備えとして災害用の備蓄を強化する必要があった。

取組の内容２

 LPガスはガソリンに比べてほとんど劣化がなく、⾧期保存が可能。既設の個別ボンベからガスが供給されるため、大規模災
害発生時には安定した運用が可能である。

 奈良市プロパンガス販売商業協同組合から指定避難所である中学校８校にLPガス発電機の寄贈があったことから、災害時に
おける電力確保体制を強化するため、市内25か所に自立稼働可能な設備を追加整備し、停電時にも避難所機能を維持できる
環境を整えた。

 また、各地域に分散備蓄倉庫と、広域で災害時に必要な物資を迅速に供給できるように設計された集中備蓄倉庫を計画的に、
かつ、機能を分けて配置することで防災備蓄の強化を図った。

 初動対応を担う分散備蓄倉庫には必要物資を各地に分散して配置し、迅速な対応を可能とした。一方で、集中備蓄倉庫には一
定量の物資を計画的に保管し、その充実を図ることで、分散備蓄倉庫の保管スペースの確保にもつなげ、全体として物資供給
体制の強化を図った。

 分散備蓄倉庫は、全50地区の防災地区に整備済み。集中備蓄倉庫は人口の多い西部地域を中心に計９か所整備している。
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取組と地域計画の関係３

【地域計画における記載】

 令和７年３月策定の奈良市国土強靭化地域計画第５版では、リスクシナリオ「４－１社会経済活動の維持に必要なエネルギー
供給の停止」に対する施策として、「防災拠点（避難所等）に蓄電池やＬＰガス発電機、太陽光発電等の再生可能エネルギー
を活用できる設備を整備し、災害時の電力確保を図る。また、停電時にも自立稼働が可能な設備の活用を促進する。」と打ち
出している。

 また、リスクシナリオ「２－４多数かつ⾧期にわたる孤立集落等の発生」に対する施策には「ＬＰガス発電は、発電と併せて
ガス機器としても使用ができるため、孤立集落のエネルギー対策として効果的であることに鑑み、本取組はこれに関連した孤
立集落対策の一環としても機能している。

今後の展開予定４

 一部の指定避難所において防災倉庫が未整備である現状を踏まえ、市所管の指定避難所に小型備蓄倉庫を設置し、避難所開設
キットや組立式仮設トイレ、発電機、投光器など初動対応に必要な資機材を備蓄することで、災害発生時に迅速かつ確実に避
難者を受け入れられる体制の構築を進めている。

月ヶ瀬行政センター鶴舞小学校あやめ池小学校東市小学校飛鳥小学校

ならやま小学校二名小学校都跡小学校明治小学校済美小学校

右京コミュニティ
スポーツ会館

青和小学校平城小学校辰市小学校済美南小学校

朱雀小学校富雄北小学校企業局西部研修所帯解小学校鼓阪小学校

左京小学校鳥見小学校富雄南小学校南部公民館精華分館佐保小学校

佐保台小学校田原小学校富雄第三小中学校大安寺小学校鼓阪北小学校

(旧)並松小学校興東館柳生中学校三碓小学校伏見小学校椿井小学校

(旧)吐山小学校柳生小学校登美ヶ丘小学校伏見南小学校大宮小学校

都祁小学校興東小学校東登美ヶ丘小学校西大寺北小学校佐保川小学校

(旧)六郷小学校興東公民館狭川分館平城西小学校六条小学校大安寺西小学校

奈良市役所

奈良市消防局第2庁舎

都祁行政センター
及び針テラス防災倉庫

中登美ヶ丘近隣公園倉庫

西大寺北地域ふれあい会館倉庫

古市公園倉庫

西部生涯スポーツセンター第1備蓄倉庫

西部生涯スポーツセンター第2備蓄倉庫

平城第3号近隣公園備蓄倉庫

集中備蓄倉庫一覧分散備蓄倉庫一覧

※各備蓄倉庫一覧は奈良市ホームページへも掲載している。
（https://www.city.nara.lg.jp/site/bousai-saigai/93724.html）

290



周囲の声（庁内職員・住民・企業）参考

 LPガス設備を災害時の電力対策に活用できるようになり、避難所の安定的な運用ができるようになった。（庁内職員）

 国土強靱化における奈良市の目指す姿として、『「わたし」からはじめる、強くて、しなやかな「わたしたち」の市まち、奈
良』というスローガンを標榜している。

 平成30年12月26日に中央防災会議が防災大臣に報告した「平成 30年７月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方
について」で示された、「これまでの『行政主導の取組を改善することにより防災対策を強化する』という方向性を抜本的に
見直し、住民が『自らの命は自らが守る』意識を持って自らの判断で避難行動をとり、行政はそれを全力で支援するという、
住民主体の取組強化による防災意識の高い社会構築」という考え方と奈良市第５次総合計画にある奈良市の将来像を踏まえて、
スローガンを作成して国土強靱化の目指す姿を周知する工夫をしている。
＜該当箇所＞
奈良市国土強靭化地域計画（第５版） P.11

奈良市国土強靱化地域計画の特徴！
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【和歌山県】脆弱性評価及び地域計画策定に基づく必要な事業の具体化

地域計画策定により「大規模建築物の耐震化」を推進

 地域計画に「大規模建築物の耐震化」について記載し、目標値を設定して事業を推進した。
 「耐震診断を義務化された避難所等の機能を有する大規模建築物の耐震化率」を指標として設定し、国の交付金を活用し

て耐震診断から設計・改修のすべてにおいて支援を行った結果、2019年度には95％の大規模建築物を耐震化することが
できた。

（大規模建築物の耐震化の進捗管理表）

県独自の仕組みを構築

 地域計画に基づき、災害発生時に迅速な避難を促すよう、以下２つの県独自の仕組みを構築した。
1. 和歌山県津波予測システム
2. 和歌山県防災ナビアプリ

（和歌山県津波予測システムによる情報伝達）
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実施主体目標現状指標

県
施設管理者95％（H32）

0％（H26）
（耐震診断完了40％
実施中50％）

耐震診断を義務化され
た避難所等の機能を有
する大規模建築物の耐
震化率



大規模災害への事前の備えとなる「復興計画の事前策定の手引き」を作成

 南海トラフ地震等の大規模災害が想定される中、復興の遅れが県民の再建気力の喪失や、地域経済の停滞による地域活力
の喪失に繋がるおそれがあるため、迅速な復興を可能とするよう「復興計画事前策定の手引き」を作成した。

 この手引きに基づき、市町村による計画策定の支援を行った。

（復興計画事前策定の手順）

市町村の避難指示等の発令基準を見直し

 本県は、最大の危機として南海トラフ巨大地震を想定しているが、他にも、近年台風や集中豪雨等により、河川の氾濫等
による市街地等の浸水リスクが高まっており、土砂災害危険箇所が18,487箇所（全国6位）と多い。

 住民の早期避難を促すため、「和歌山県避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成のモデル基準」に基づく市町村の避難指
示等の発令基準の見直しを一層促進し、平成27年度に全市町村の見直しが完了した。その後も随時見直しを行っている。
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自治体名

避難・救助・救援に資するルート（命の道）の確保 和歌山県
人口（R6. 10.1現在）

879,617人

取組のキーワード

南海トラフ対策道路の強靱化住民の意見を反映した計画

平成27年９月 作成
令和２年３月 改定地域計画の履歴

津波災害想定災害

取組のカテゴリ 地域住民行政職員取組主体

リスクコミュニケーション交通・物流住宅・都市施策分野

取組の概要・ポイント

取組の内容取組を実施するきっかけとなった背景や課題
 南海トラフ地震への備えとして、高速道路から津波浸水想

定区域を避けて沿岸部の集落へアクセスできる道路や、想
定津波高より高い位置を通る道路を計画した。

 道路の計画に当たっては、住民の意見を反映し、津波襲来
時に迅速に避難するための避難路を整備することで、地域
の防災上の課題解消を図った。

 和歌山県は南海トラフ地震により、甚大な被害が想定され
ている。

 災害時における避難・救助や物資供給等の応急活動に必要
な広域的な道路ネットワークの構築が課題である。

今後の展開予定取組と地域計画の関係

 南海トラフ地震等の大規模災害に備えるため、代替性を有
する道路網の整備や緊急輸送道路の防災・減災対策等、災
害に強い道路ネットワークの構築を進める。

 国土強靱化地域計画において、津波避難困難地域解消のた
めの避難路等の整備や、災害時の救助や物資供給に必要な
広域道路ネットワークの整備、及び代替性確保のための道
路ネットワーク整備を行うこととしている。
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取組を実施するきっかけとなった背景や課題１

 南海トラフ地震に伴う津波により、高速道路未開通区間である「すさみ～太地」間の国道42号の約８割が浸水し、通行不能に
なると予測されている。

 国道42号を補完する幹線道路についても、橋梁の損傷・法面崩壊等により通行不能となる恐れがあり、南海トラフ地震をはじ
めとする大規模災害に備えるため、災害に強い道路ネットワークの構築が必要である。

 和歌山県中南部の沿岸部には津波避難困難地域が存在し、地域住民の避難路・避難場所の確保が課題である。

取組の内容２

 周辺の津波浸水想定区域等を鑑み、道路を設計。（主な効果：①・②）

①災害時に緊急物資等の輸送が可能

②平面的または縦断的に津波浸水想定区域外に計画することで、

津波浸水リスクを回避し、津波災害発生時における津波浸水区域

からの避難場所としても利用可能（住民の意見を反映し、津波

襲来時に迅速に避難するための避難路を設置）

 以下に、「都市計画道路 文里湾横断道路」及び「都市計画道路

下里太地線」の事例を示す。

＜都市計画道路 文里湾横断道路＞

• 南海トラフ地震の想定津波高より高い位置に橋梁を整備すること
で、津波避難困難地域の住民に加え、周辺の要配慮施設利用者の
一時避難場所として機能する。あわせて、住民の意見を反映し、
津波から迅速に避難するための避難路を計画した。さらに、大規
模災害時には広域防災拠点である南紀白浜空港からの救援活動や
物資輸送等にも活用できる。

都市計画道路文里湾横断道路

（浸水予測に基づく浸水深より高い位置に道路を計画）

南紀白浜空港

南海トラフ地震 浸水深

3連動地震 浸水深

避難路

避難路
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※60分圏域について（ゴールデンアワー）
外傷による死亡の疫学調査の結果、受傷から1時間以内に手術室に搬入していれば救命できた可能性のある例がかなりの割合に上ることが分かったことか
ら、受傷から1時間以内をゴールデンアワーと通称したもの。

（避難階段により道路上への避難が可能）

都市計画道路下里太地線
至 新宮市

【整備後】

至 串本町

カーラーの救命曲線

18
分

(整備後)

95

30

取組の内容（続き）２

＜都市計画道路 下里太地線＞

• 当地域周辺の国道42号が南海トラフ地震の津波浸水想定区域内を通るため、高速道路から浸水想定区域を通ることなく太地
町平見地区まで繋がることで、災害時において救助・救援活動や緊急物資の輸送が可能となるよう、津波浸水想定区域外に道
路を計画した。津波警報が解除されるまで（地震発生から約30時間後を想定）津波浸水想定区域内への立ち入りができない
が、本道路の整備により、太地町から新宮市立医療センターが60分圏域※に入るとともに、新宮市方面から太地町への早期道
路啓開が可能となる。また、津波浸水想定区域内の住民等が迅速に避難するための避難路の設置により、津波災害時の一時避
難場所としても機能し、避難・救助や応急活動を支える「命の道」となる。
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取組と地域計画の関係３

【地域計画における記載】

 令和２年３月に改定された国土強靱化地域計画において、「発災直後の救助体制と早期復旧体制の確保」の取組の一環として
「救助・救援に資するルートの確保」を位置付けており、具体的な取組として、災害時の救助や物資供給に必要な広域道路
ネットワークの整備や代替性確保のための道路ネットワーク整備を行うこととしている。

 また、津波避難困難地域の解消のため、避難路等の整備を位置付けている。

周囲の声（庁内職員・住民・企業）参考

 文里湾横断道路について、隣接する町（白浜方面）へのアクセス性の向上や慢性的な渋滞緩和だけにとどまらず、南海トラフ
地震の災害時の緊急避難路や一時避難場所としての活用も考えられる。(住民）

 下里太地線について、津波襲来時に迅速に避難出来るよう、計画道路へ避難路や取付道路をはじめ、一時避難場所としてレベ
ルバンクを整備してくれるのはありがたい。（住民）

今後の展開予定４

 南海トラフ地震等の大規模災害に備えるため、代替性を有する道路網の整備や緊急輸送道路の防災・減災対策等、災害に強い
道路ネットワークの構築を進める。併せて、住民の意見を取り入れ、より避難や防災に生かせる改良を加える。
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自治体名

市独自の総合防災情報システムの開発および防災拠点施設の整備 山口県光市
人口（R6.5.31現在）

48,462人
取組のキーワード

 自治体独自 防災指令拠点防災情報システム

令和４年３月 策定地域計画の履歴

災害全般想定災害

取組のカテゴリ 行政職員取組主体

デジタル活用情報通信行政機能施策分野

緊急防災・減災事業債活用した国の交付金等

取組の概要・ポイント

取組の内容取組を実施するきっかけとなった背景や課題
 災害時に必要となる情報収集・共有、情報分析、情報発信

等の機能を一元的に集約・管理できる市独自の総合防災情
報システムを構築。

 災害情報の収集・共有・分析・発信について職員が手作業
で行う場面が多く、多大な労力がかかっており、情報共
有・発信に時間を要していた。

今後の展開予定取組と地域計画の関係

 実災害での運用や訓練等を通し、当初想定していた機能の
効果を測定する。

 重点化を図るべき取組として「防災指令拠点施設」の整備
をかかげており、その中で総合防災情報システムの構築に
ついても記載している。
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取組を実施するきっかけとなった背景や課題１

 平成30年７月豪雨災害にて、河川の氾濫により市内は甚大な被害を受けており、その教訓を生かして今後起こりうる災害に備
えるため、防災機能の強化として防災情報システムの導入は不可欠と考えていた。

 これまでは災害発生時に、防災担当職員が個別にインターネットを巡回して情報を収集したりと、災害情報の整理に多大な労
力がかかっており、情報の把握遅れや見逃し、情報発信までのタイムラグの発生などが課題となっていた。

 そこで、必要な機能を検討した光市での災害対応に最適なシステム開発・導入が望まれていた。

取組の内容２

【防災システムの導入】

 市独自のシステムを構築するため、市職員がシステム導入に必要な構想（仕様）を作成した。令和３年９月から総合防災情報
システム構築業務を約8,000万円で事業者に委託し、委託事業者ともに要件定義・開発・テストなどを２年半をかけて行った。
開発では定期的な打合せの実施や市と受託業者双方で進捗管理に努めたことで、当初のスケジュールから遅滞なくシステムを
完成させた。

 システムは既存製品を利用せずに一から開発したことで、災害時に必要な情報やシステムを活用する職員の操作性など、市が
求める機能を十分備えたシステムを構築し業務の効率化と今後起こりうる災害リスクへの効果的な対応が図られる確保された。

【防災システムの概要】

 総合防災情報システムは、市独自の被災リスク予測解析により、被害を事前に推定した迅速かつ的確な避難情報の発令判断支
援や、AIを利用して襲来中の台風に関し、過去の台風情報から類似する台風の被災様相を予測するなど、分析・判断に活用し
ている。

 システムに通報情報・被害情報、避難所の開設・運営状況や避難所備蓄品の過不足などを登録・共有することで市内被害状況
の全容を職員間で共有・把握や、避難者数の報告・集計や避難所備蓄品のリクエストなどの担当者間の連絡・調整を実現する
とともに避難情報や避難所開設情報など、外部への迅速な情報発信を可能にした。

 市民等が必要な防災情報を的確に入手できるよう、避難情報の発令や避難所開設に関する情報及び河川等監視カメラ画像等を、
システムにあわせて作成した「防災ポータル」に一元化して公開している。
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システムTOP画面

【防災拠点施設の整備】

 本庁舎は耐震性の不足や老朽化の進展、新たなスペースの確保が難しいことなど、建物自体に大きな課題を抱えていることか
ら、災害警戒時や対応時における各部局とのスムーズな連携が可能である本庁舎敷地内に、災害時の活動拠点となる高い耐震
性を備えた防災指令拠点施設を新たに整備し、令和６年３月25日より供用開始している。

防災庁舎（防災指令拠点施設）

取組と地域計画の関係３

【地域計画における記載】

 国土強靱化地域計画を策定した令和４年３月時点では、すでに防災拠点施設の整備の検討および総合防災情報システムの構築
は進んでいる最中であったため、計画中でも重点化を図るべき取組として「防災指令拠点施設の整備」を掲げている。

 リスクシナリオ「３－１ 行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下」に対応する施策として「避難情報の発令判
断支援等の機能を備えた総合防災情報システムの構築を進める」旨を記載している。

 また、脆弱性評価の結果としても個別施策分野の「（５）情報・通信」において、災害時の情報伝達の強化として「迅速で的
確な情報を発信するため、防災情報システムの高度化を図る必要がある。」を記載している。
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今後の展開予定４

 実災害での運用や訓練等を通し、当初想定していた機能の効果を測定する。機能改良検討や要件定義等は、開発時から職員自
らが関与しておりその経験も踏まえ迅速かつ円滑に行える見込み。

周囲の声（庁内職員・住民・企業）参考

 システム上で情報共有ができるので部署をまたいだ連携がしやすくなった。（庁内職員）

 ポータルサイトに情報が集約されているので必要な情報が確認しやすい。（住民）
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【徳島県小松島市】脆弱性評価に基づく災害協定の締結の促進

大規模自然災害によるさまざまな事態を想定した脆弱性評価及び推進方針の検討

 地域計画において、南海トラフ巨大地震やスーパー台風等の集中豪雨、津波、河川氾濫及び土砂災害等により、電力供給
が⾧期間にわたり途絶することや、道路網が寸断され、落橋、道路への倒木等により孤立集落が発生することなど、さま
ざまな事態を想定し、脆弱性評価及び推進方針を検討した。

防災倉庫の整備検討を早期に実施

 地域計画に基づき、災害時の電力供給等に役立つ、ハイブリッド自動車の貸し出しで、自動車販売会社との協定を締結し
た。

 また、ドローンは、大規模な災害が発生した際、小回りの良さを活かして防災ヘリでは入れない狭隘な場所でも被害状況
の調査や被災者の捜索などに活用できるとともに、録音した音声を再生することで上空から行方不明となった被災者の方
への呼びかけも行うこともできることから、ドローンを使用した災害時における被災状況等の確認、情報収集並びに被災
者の捜索・救助の支援を目的とした協定を民間会社と締結した。
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【徳島県美波町】IoT/自立分散型ネットワーク技術を活用したサービスの構築

【ポイント】

 美波町は、南海トラフ地震に伴う甚大な津波被害が懸念される地域であり、発災時の通信途絶によって災害対応に支障を
きたすことを危惧

 そこで、産学官が連携して既存通信網を以外の地域の独自通信網を利用することにより、災害発生時に住民へ確実に避難
情報を伝達する仕組みや、行政等が住民の避難状況を把握することが可能となる仕組みを構築するための実証実験を推進

 さらに、その仕組みを災害時のみならず平時の避難計画作成や見守りサービス等の作成へ応用することも検討中
 地域計画では、これらの実証実験・検討の推進について記載し、KPIを設定することで取組の進捗管理を確実に実施

１．取組を実施するきっかけとなった背景や課題

 美波町は南海トラフ大地震に伴う津波による大きな被害が懸念されており、既存の通信網の障害によって「住民への避難
情報の伝達手段の喪失」及び「住民の避難状況の把握手段の喪失」が発生するおそれがある。

２．取組の内容

 美波町に本社を置く株式会社あわえや大学等と連携・協働し、「”止まらない通信網”を活用した命をつなぐ減災推進事
業」を推進している。

 既存の通信網に障害が発生した場合でも、警報等の発表状況や各個人の避難状況（位置情報）を相互に覚知できる仕組み
を町内の一部地区（日和佐浦地区）において構築し、実用化に向けて実証実験を継続して実施している。

【連携・協働先】
 徳島県南部総合県民局、(株)Skeed、サイファー･テック(株)、(株)あわえ、徳島文理大学、徳島大学、早稲田大学
 具体的な取組内容としては、以下のとおりである。
 自律分散通信IoT機器を地区の津波浸水予想地域におよそ100m間隔で設置。
 地区の住民へ、自らの位置情報の発信機能及び警報等の発表状況や家族等の位置をリアルタイムに受信可能機能を有する

アプリを配付（※スマートフォンを持たない住民向けにも専用のIoT装置を開発し配付）。
 平時においても、一定期間住民の日常の分布や移動状況の収集と分析を実施するとともに、避難訓練時における避難者の

位置情報の収集を通じ、避難計画の問題点を分析。また、見守りサービスなどへの応用を検討中。
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（“止まらない通信網”の 導入事例）

３．本取組と地域計画の関係及び取組の効果等

【地域計画における記載】
 美波町では住民避難の取組を重視しており、企業や大学との連携を強力に進めるべく、第1期計画策定時（平成28年８

月）から取組内容を記載し、推進してきている。
 また、専用アプリのダウンロード数をKPIとして設定し、取組の進捗管理に役立てている。
 特に、ICTの活用はサテライトオフィスを有する美波町の特徴を活かした重点施策

（リーディングプロジェクト）と位置付けており、そのような町としてのスタンス
を計画内に明確に位置付け内外に示すことで、地域一丸となった取組の推進に貢献
している。

【取組の効果等】
 取組による主な効果は以下のとおり。
 災害にも耐え得る強靭な通信手段の確保
 避難時の住民の位置情報取得コストの軽減
 訓練を通した、避難計画立案用基礎データの収集
 地域住民の防災意識の向上
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４．周囲の声（庁内職員・住民・企業）

 平時に行われる訓練で計測された、避難に係る時間などがデータ化されることで、避難計画の実効性向上につながったと
考えられる。（地域住民）

５．今後の展開予定

 実証事業として、以下の取組を予定している。
【美波町での継続運用】
 運用実験を継続し、住民の使い勝手や不具合のフィードバックを受けて、装置やシステム、運用法の改善を実施するとと

もに、可能なところから稼働エリアを拡大。
【“止まらない通信網”の改良】
 技術的改善

（例：ソフトウェアの改良、ソーラー電源の導入）
 対象とする情報の拡大

（例：天候、災害予知、獣害対策などのための各種センサーデバイスの情報）
【インセンティブモデルの導入】
 平常時の活用を促進するためのインセンティブモデルの設計や実証

（例）位置情報提供の対価としてのポイント制度の導入 等
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自治体名

災害に強いまちづくりを目指す高台整備事業等の推進 徳島県美波町
人口（R7.9.30現在）

5,587人
取組のキーワード

住民の意見を反映した取組事前復興他分野施策と防災の一体化

令和４年３月 策定地域計画の履歴

風水害津波災害地震災害想定災害

取組のカテゴリ 有識者（学識経験者等）地域住民行政職員取組主体

土地利用（国土保全）住宅・都市行政機能施策分野

社会資本総合整備事業 防災・安全交付金：都市公園事業（国費率施設50％、用地30％）都市構造再編集中支援事業（国
費率50％）、道路事業（国費率65.45％）、徳島県補助、過疎債、緊急防災・減災事業債、合併特例債活用した国の交付金等

取組の概要・ポイント

取組の内容取組を実施するきっかけとなった背景や課題
 日和佐市街地に近接した高台のエリアに、平時は地域住民

の憩いの場やスポーツ・交流活動等の場として機能し、大
規模災害時には避難場所、応急仮設住宅の建設候補地とな
る防災公園を整備中。

 防災セミナーや高台整備現場の見学ツアー等を開催し、地
域の強靱化・防災意識の向上を図っている。

 地理的な制約上、限られた平地に形成された日和佐市街地
の大部分は、南海トラフ巨大地震の津波により、大規模な
被害が生じると想定されている。

 まちづくりの方針を踏まえ、津波避難タワーの整備等、
様々な防災対策を進めてきたが、更なる住民の安全確保や
迅速な復旧・復興への備えに向け、防災を基盤としたまち
づくりの取組である高台整備事業を進めることとした。

今後の展開予定取組と地域計画の関係
 令和７年度中に防災公園に具備する機能・施設の詳細設計

を終了させて、令和10年度の運用開始に向けて工事を進め
る予定。

 リスクシナリオ「1-3 大規模津波等による多数の死者の発
生」に対応する施策として、「津波被害の抑制に向けた公
共施設の再編」を記載。
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取組を実施するきっかけとなった背景や課題１

＜美波町・日和佐市街地の地域特性＞

 太平洋沿岸に位置する美波町は、町面積の約89％が森林・原野という地形の制約があり、限られた平地に市街地を形成してい
る。

 日和佐市街地は、役場をはじめとする行政施設、日和佐小学校や日和佐こども園等の文教施設等が立地するとともに、多くの
住民が生活する町の中心部となっている。

 しかし、市街地の大部分が津波浸水想定区域となっており、南海トラフ巨大地震に伴う津波が生じた場合、大規模な被害が生
じると想定されている。

 また、町内では急速な少子高齢化や人口流出が進み、過疎化が深刻な課題となっている。

＜目指す町の姿と実現に向けた課題＞

 美波町では、過疎化が進む中であっても、町内外から人が集い、開業や起業が相次ぐにぎやかな町「にぎやかな過疎の町」を
目指している。

 この取組の一環として、サテライトオフィス企業33社の誘致（令和７年９月30日時点）による新たな雇用の創出、居住や都市
機能の誘導によるコンパクトなまちづくりを推進してきた。

 さらに、安心して暮らせる生活環境の確保の取組として、これまで津波避難タワーや避難路の整備、美波病院の高台移転等、
様々な防災対策を進めてきたが、平地が少ないという地域特性から、避難場所や仮設住宅用地等の不足といった課題に十分に
対応できていなかった。

 更なる住民の利便性向上や安全確保、迅速な復旧・復興へ備えるため、高台整備事業を進めることとした。平時には住民が集
う場所として活用でき、災害時には避難場所や仮設住宅用地となる高台を整備し、防災を基盤としたまちづくりの実現を目指
した。
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取組の内容２

 令和元年度より日和佐市街地に近接した高台のエリアに、平時は地域住民の憩いの場やスポーツ・交流活動等の場として機能
して、大規模災害時には、避難場所、応急仮設住宅の建設候補地となる防災公園を整備中。

 防災公園の整備方針の検討に向けて、地元住民や自主防災組織、町内スポーツ団体関係者、小・中・高等学校教員等との意見
交換会及びアンケート調査を行いながら検討を進めており、以下の機能を具備する予定。

＜平常時の機能・施設＞

 400mトラック（陸上競技場、多目的広場等）

 遊具広場

 散策道

 管理棟、資機材倉庫（防災倉庫）

＜防災時の機能・施設＞

 応急仮設住宅の建設候補地

 防災倉庫（管理棟、資機材倉庫）

太平洋に面する日和佐地区市街地 日和佐地区市街地の浸水被害状況

＜その他＞

 トイレ

 かまどベンチ

 非常用貯水槽
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周囲の声（庁内職員・住民・企業）参考

 地域住民の意見を積極的に取り入れて事業を進めることで、地域全体の強靱化・防災意識の向上に繋がった。（地域住民・庁
内職員）

取組と地域計画の関係３

【地域計画における記載】

 令和４年３月策定の美波町国土強靱化地域計画では、リスクシナリオ「1-3 大規模津波等による多数の死者の発生」に対応す
る施策として、「津波被害の抑制に向けた公共施設の再編」を記載。

 日和佐地区における高台整備をはじめとした事前防災・減災対策を「美波町の“強み”を活かした強靭化におけるリーディング
プロジェクト」として位置付けている。

今後の展開予定４

 令和７年度中に防災公園に具備する機能・施設の詳細設計を終了させ、令和10年度の運用開始に向けて工事を進める予定。

取組の内容（続き）２

 防災公園及びこども園を整備している高台エリアは、土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）に指定されていたが、整備事業
により土砂災害のリスクの軽減を実現し、土砂災害特別警戒区域の解除につながった。

 平時には地域住民の憩いの場やスポーツ・交流活動等で利用できる公園として、災害時には避難場所、応急仮設住宅の建設候
補地として活用できるようにすることにより、フェーズフリーの実現にも寄与している。

 また、地域の強靱化・防災意識の向上を図る目的で、防災セミナーや高台整備現場の見学ツアー等を開催している。

 本整備事業の庁内体制は建設課が主導しており、防災機能に関する検討に消防防災課、管理運営は教育委員会社会教育課、こ
ども園は福祉課が関与しているなど、庁内で分野横断的な検討体制を構築した。

 町の計画では、地域計画や総合計画に記載されているほか、立地適正化計画にも位置付けているなど、まちづくりに関する計
画とも連携した強靱化施策として推進している。
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 高台整備や避難タワーなどの全国においても特徴的・先導的な防災・減災対策等を「美波町の“強み”を活かした強靭化におけ
るリーディングプロジェクト」として位置付け。

 立地適正化計画等と連携した国土強靱化施策の推進を計画で打ち出しており、「防災・減災対策を踏まえたまちづくり」とい
う推進方針に対する具体的な施策として美波町立地適正化計画の策定や美波町都市計画マスタープランの更新を地域計画に記
載している。
＜該当箇所＞
美波町国土強靱化地域計画 P.19～20、85～95

美波町国土強靱化地域計画の特徴！

 地域計画における立地適正化計画等と連携に関する記載
（美波町国土強靱化地域計画 P.19～20（抜粋））

 立地適正化計画における地域計画との連携に関する記載
（美波町都市計画マスタープラン立地適正化計画

P.239（抜粋））
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自治体名

非常通信ボランティアによる災害時の情報収集・伝達の取組 徳島県板野町
人口(R5.10.1現在)

12,630人
取組のキーワード

地域の担い手（ボランティア）の活躍 防災道の駅アマチュア無線による情報伝達

平成29年３月 策定
令和２年11月 改定
令和４年３月 改定
令和５年３月 改定

地域計画の履歴

風水害地震災害想定災害

取組のカテゴリ 地域住民行政職員取組主体

デジタル活用官民連携情報通信行政機能施策分野

ー活用した国の交付金等

取組の概要・ポイント

取組と脆弱性の関係

 板野町では、人口減少、少子高齢化が進む中、全国的な地方創生の推進を機に、防災・減災と地方創生を一体とした活力ある
地域づくりを目標に掲げた。

 大規模地震や水害、土砂災害時における対応の遅れ等を防ぐため、迅速な情報収集、情報伝達体制の構築に向け、地域力を発
揮した情報伝達手段の多重化の検討に着手。

何を実施することにしたか

 町が南海トラフ地震時の津波による浸水想定区域外であり、他市町村からの広域避難先となりうることから、平時には地域活
性化、非常時には地域の防災拠点という、２つの機能を併せ持つ「道の駅「いたの」」を整備※。
※令和３年に「防災道の駅」として選定
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 防災道の駅の機能の一つとして無線通信室を設置し、「非常通信ボランティア」が、災害時に無線を活用して地域の被害状況
等を町災害対策本部に伝達する取組を展開

取組の推進状況

 災害時に備えた通信訓練（毎月）により情報伝達スキルの向上を図るほか、体験イベントなどを通じた普及啓発・担い手確保
に努めている。

取組を実施するきっかけとなった背景や課題１

 板野町は、高速道路網を通じた四国各地や本州（近畿地方等）へのアクセスが良好な交通の要衝であることに加え、南海トラ
フ地震発生時の津波による浸水が想定されていないことから、津波による甚大な被害が生じた場合に住民・広域的避難者への
物資等の支援や広域応援部隊の活動の拠点となりうる地域である。

 この地域特性を踏まえ、「交通」をキーワードに平時の地域活性化と非常時の災害対応をシームレスにつなぐ拠点となる道の
駅「いたの」の整備を推進することとし、地域計画にも明記した。

 防災拠点となる道の駅「いたの」完成後、町内のアマチュア無線愛好家からの防災に貢献したいという意向を受けて、道の駅
「いたの」防災区域内に、災害時用無線通信室を設け、「非常通信ボランティア」が、地域の被害状況等を町災害対策本部に
伝達するというスキームの確立を目指すとともに、非常時の被災情報収集の効率化・多重化を図ることとした。

取組の内容２

 道の駅「いたの」を拠点として、「道の駅「いたの」アマチュア無線クラブ」（非常通信ボランティア）を設立し、非常時に
地域の被害状況等を町災害対策本部へ伝達する活動への参加を希望するボランティアのアマチュア無線技士資格者（町内在住
又は在勤）を公募した上で、拠点となる道の駅「いたの」に災害時用無線通信室を設置し、無線機、アンテナ等を整備した。

 災害時には、非常通信ボランティアが各現場（居住地付近など）で確認した火災・建物倒壊・道路等の被害情報を道の駅「い
たの」の災害時用無線室に伝達する。無線室ではそれらの情報を集約して町職員（災害対策本部）に伝達するスキームで運用
することとしており、電話等の不通時に各地の被害情報を伝える手段として通信の多重化を図っている。

 毎月、災害時に備え通信訓練を実施し、非常時の円滑な情報収集及び町災害対策本部への伝達スキルの向上を図っているほか、
無線体験イベントを通じた取組の普及啓発やボランティアメンバーの確保に努めている。
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災害時用無線通信室の外観

地域住民が参加した
アマチュア無線体験イベントの様子通信訓練の様子
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取組と地域計画の関係３

【地域計画における記載】

事前に備えるべき目標

防災・減災と地方創生を一体とした活力ある地域づくり
※町の現状を踏まえた独自の目標設定

◆リーディングプロジェクト（重点施策）

道の駅を核とした防災・減災対策
※地理的特性を踏まえた施策の展開

○人口減少・少子高齢化が進む中で、災害時の対応の遅
れなどを生じさせないために、平時から地域力の向上が
不可欠
○防災道の駅の機能の一つとして、地域の担い手と連携
した災害時の迅速な情報収集・伝達手段体制を構築

周囲の声（庁内職員・住民・企業）４

 災害発生時におけるアマチュア無線の有効活用に向けて、平時より訓練を行って情報伝達が円滑に行えるように、また、無線
技術に関心のある方々にも広く参加いただけるように活動してまいります。（道の駅「いたの」アマチュア無線クラブ構成
員）

今後の展開予定５

 今後も道の駅を拠点として、アマチュア無線通信の活動・訓練を通じた防災意識の向上や取組の普及促進を行い、非常通信ボ
ランティアメンバーを確保しつつ、町と地域住民の綿密な連携により地域防災力を高めながら、情報収集・伝達にとどまらな
い交通の要衝の防災拠点道の駅「いたの」としての更なる防災機能強化に向けた検討を進める。
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自治体名
女性・若年層の入団・定着促進等による

消防団の維持・活性化の推進
香川県

人口（R7.9.1現在）
908,642人

取組のキーワード

防災における女性活躍地域防災力強化消防団

平成27年12月 策定
令和３年10月 改定地域計画の履歴

大規模な火事災害風水害津波災害地震災害想定災害

取組のカテゴリ 地域住民行政職員取組主体

警察・消防等施策分野

令和６年度消防団の力向上モデル事業活用した国の交付金等

取組の概要・ポイント

取組の内容取組を実施するきっかけとなった背景や課題
 女性団員の定着を目的として女性団員向けの研修を隔年で

実施しており、団員同士の交流を深める機会としている。

 消防団の活動内容等を分団単位でまとめた「分団プロ
フィール」を作成し、地域住民に対する発信・周知を行い
つつ、入団促進も図っている。

 地域防災力の向上には、消防団の活性化が重要とされる一
方、県内の消防団員数は年々減少しており、団員の確保が
課題となっている。

 消防団の活性化に向けて、特に女性や若年層の入団促進す
ることが重要となった。

今後の展開予定取組と地域計画の関係
 女性や若年層も入団しやすく、活動を継続しやすい環境と

なるように、引き続き研修や広報を行い更なる消防団の活
性化を目指す。

 消防団員活動の認知向上により、地域全体で消防団員を応
援する雰囲気の醸成を図る。

 リスクシナリオ「2-3.警察、消防等の被災等による救助・
救急活動の絶対的不足」や「7-1.地震に伴う市街地の大規
模火災の発生による多数の死傷者の発生」を設定し、当該
リスクシナリオに対する推進方針の中に、女性の入団促進
を含めた団員の確保対策の必要性を記載。
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取組を実施するきっかけとなった背景や課題１

 香川県では、令和７年４月１日時点で7,175名が消防団員として活躍している。

 しかし近年、少子高齢化などにより、地域防災の一翼を担う消防団においても団員の減少が進行している。そこで、年齢や性
別の枠を超えて、若年層や女性団員の増加を促進する必要があると考えた。

 これまで若者や女性からは、消防団への入団に対し「消防団の活動内容が分からず、不安がある。」「行事や訓練、過度な飲
み会により、週末に拘束されてしまう。」というマイナスなイメージが聞かれていたため、こうした印象を払しょくし、積極
的な参加を促す取組が求められた。

取組の内容２

 香川県では、女性団員の定着を目的に、２年に１度、女性団員を対象とした研修を県消防協会とともに実施している。研修は
県内の各分団から参加者を募り、対面の形式で実施している。過去の研修では、災害時のメンタルヘルスケア講習やチェン
ソーやドローンの実技訓練を行い、女性団員同士の交流を深める機会になっている。

 また、定着促進の一環として、団員の負担軽減のため令和５年度より操法大会を隔年開催に改めるとともに、同大会を実施し
ない令和６年度に消防団員実技研修を実施した。消防団員としての必要な知識・技能を習得するため、消防本部職員の指導の
もと、実際の火災現場で活用できる放水技術を学べる機会とした。

 令和６年度には、消防団に対する地域住民の理解を深め、消防団への加入意欲を高めることを目指し、「分団プロフィール」
を作成した。分団単位の活動内容やアピールポイントを団員自身の言葉により周知することで、特に若年層や女性が抱いてい
る消防団へのマイナスイメージを払しょくすることを目的としている。

 作成した分団プロフィールは、地域イベント等での配布やＨＰへ掲載するなど、広く発信している。

 さらに、毎年県消防協会と共催する「かがわ防災フェスタ」では、県内消防団にも協力を依頼している。令和７年度には、
ブース展示やはしご乗り演舞に加え、女性消防団が防災啓発劇を披露した。親子が多く訪れるイベントであり、消防団の活動
内容や魅力を発信する機会となっている。

 これらの取組をはじめ、女性や若年層の入団促進に向けて、事業を推進していくこととしている。
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取組と地域計画の関係３

【地域計画における記載】

 令和３年度改定の香川県国土強靱化地域計画では、リスクシナリオとして「2-3.警察、消防等の被災等による救助・救急活動
の絶対的不足」「7-1.地震に伴う市街地での大規模火災の発生による多数の死傷者の発生」等を設定しており、当該リスクシ
ナリオに対し「大規模災害時には公助の手が回らないことも想定し、消防団等の充実強化を促進する」等の脆弱性評価結果を
記載している。

 上記の評価を踏まえた推進方針として「女性の入団促進を含めた団員の確保対策などにより、消防団の活性化を図る」ことを
打ち出している。

今後の展開予定４

 女性や若年層など幅広い層が消防団に入団しやすく、入団後も活動を続けやすい環境となるように、引き続き広報や研修を行
い、更なる消防団の活性化を目指す。

 消防団の活動の認知向上により、地域全体で消防団員を応援する雰囲気の醸成を図る。

女性団員を対象とした研修の様子 分団プロフィール
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周囲の声（庁内職員・住民・企業）参考

 女性消防団員研修は、講師の具体的な体験談を聞くことができ、貴重な勉強の場となった。（消防団員）

 分団プロフィールの掲示を見た住民の方に応援の声をかけていただき、やる気につながった。（消防団員）

 分団プロフィールは、県内の分団が一同に掲載されており、他市町の消防団活動の情報収集に利用するなど、参考にしている。
（市町職員）

 「香川県国土強靱化地域計画」には、地域特性を踏まえた計画の特徴として「四国の防災拠点としての機能の確保」「全国一
高密度に分布する、ため池の防災・減災対策」「島しょ部等における大規模災害対策」が記載されている。これらの特徴は、
基本目標やリスクシナリオへも反映されている。

 また、「香川県国土強靱化地域計画」では、香川県が直面するリスクを踏まえ、13の重点化すべきプログラムを選定し、プロ
グラムごとの推進方針を整理している。そこでは、推進方針ごとに対応する個別施策分野と横断的分野を明記して、推進方針
の網羅性を示している。

 さらに、進捗管理のための重要業績指標の中で最も重視すべき指標「重点化KPI」を13のプログラムに応じて設定している。
この「重点化KPI」に対して、進捗状況調査及び評価を行い、「香川県国土強靱化地域計画」に係る進捗状況調査結果として
公表している。
＜該当箇所＞
香川県国土強靱化地域計画（改定版） P37、P.69～99
「香川県国土強靱化地域計画」に係る進捗状況調査結果

香川県国土強靱化地域計画の特徴！
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自治体名

防災関連製品認定制度 高知県
人口（R6.9.1現在）

656,390人
取組のキーワード

地産地消・地産外商地域活性化防災関連製品

平成27年８月 作成
令和２年６月 改定地域計画の履歴

災害全般想定災害

取組のカテゴリ 地域企業等行政職員取組主体

官民連携住宅・都市防災教育等施策分野

取組の概要・ポイント

取組の内容取組を実施するきっかけとなった背景や課題
 高知県防災関連産業交流会により、防災関連製品・技術に

ついて品質や安全性等の観点で審査を行ったうえで高知県
防災関連登録製品として認定する制度を運用している。認
定した製品を「メイド・イン高知」の製品・技術として認
定製品カタログへの掲載等を通じて、国内外にPR等し、南
海トラフ地震への備えと連動させた防災関連産業の振興を
図っている。

 高知県は古来より地震、台風、集中豪雨等様々な自然災害
に見舞われてきた歴史があり、かつ南海トラフ地震でも甚
大な被害を受けることが想定されている。この過去の災害
から得た知見と南海トラフ地震の厳しい被害想定に対応し
ていくため、県内では様々な防災関連の製品や技術が生み
出されている。

今後の展開予定取組と地域計画の関係

 引き続き、県内企業の技術やノウハウから生み出された防
災関連製品・技術を本制度により認定し、地産地消や地産
外商に向けた取組を支援する。

 リスクシナリオ５－１「事業活動が再開できないことによ
る雇用状況の悪化や経済が停滞する事態」に対応する取組
施策として本取組の記載があるほか、官民連携や国全体の
強靱化への貢献、地域活性化に資する県土強靱化の取組例
等、さまざまな項目において本取組の記載がある。
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取組を実施するきっかけとなった背景や課題１

 高知県は古来より地震以外にも台風や集中豪雨といった自然災害に幾度となく見舞われており、その経験から防災の知恵や技
術を生み出し、克服してきた歴史がある。加えて、高知県は南海トラフ地震が発生した際に最大34.4メートルの津波が想定さ
れており、防災・減災に向けて多くの企業が防災関連の製品・技術開発を行っている。

 このように高知県内で生まれた防災関連製品・技術を国内外で役立ててもらうことで県経済を活性化させ、さらに製品・技術
の開発や災害対策を促進することを狙いとして、官民連携で防災関連産業の振興に努めており、その一環として防災関連製品
認定制度を設けている。

 南海トラフ地震への防災・減災対策を進めていくために、厳しい想定に対応した製品・技術を早期に、より確実に開発してい
くため、さらには地産地消や地産外商に向けた取組を支援するために本取組を推進している。

取組の内容２

＜制度概要＞

 高知県防災関連製品認定制度は、県内企業が生み出した防災関連製品・技術について品質や安全性等の観点で審査を行った上
で、高知県防災関連登録製品として認定する制度である。認定された製品・技術を「メイド・イン高知」の防災関連製品とし
て、カタログやポータルサイト（https://kochi-bosai.com/）での掲載を通じて国内外へ情報発信している。

＜生産者へのアプローチ＞

 認定制度の主体となっているのは「高知県防災関連産業交流会」であり、この交流会では高知県工業振興課が事務局となって、
企業、業界団体、市町村、支援機関等の参加者同士の情報交換を行い、産学官民の人脈拡大の機会を提供するとともに、交流
会員同士や大手防災用品バイヤーとのマッチングなど、製品開発や販路拡大を促進する場にもなっている。

 製品・技術の開発に向けて、専門アドバイザーや公設試験研究機関等による支援を実施。また、補助金による市場調査、製品
開発・改良の支援や（公財）高知県産業振興センターによる事業戦略の策定から販路開拓までの一貫支援を実施することで、
製品の認定・販路拡大のみならず製品の質の向上にも取り組んでいる。

＜消費者へのアプローチ＞

 県内各地で防災訓練やイベント等、様々な機会でのPRを行うことはもちろんのこと、防災関連の県外見本市でも「高知県
ブース」の出展等を通じて、防災製品の「地産地消」「地産外商」の両面での取組を行っている。

 日本国内のみならず海外に向けた販路拡大として、現地で防災セミナーを開催する他、見本市出展、商談会開催等に取り組ん
でいる。 320



取組と地域計画の関係３

【地域計画における記載】

 令和２年に改定された国土強靱化地域計画において、リスクシナリオ５－１「事業活動が再開できないことによる雇用状況の
悪化や経済が停滞する事態」に対応する取組施策として「県内防災関連製品・技術の普及拡大による防災力・減災力の向上及
び県経済の活性化を図るため、防災関係の製品、技術の地産地消・地産外商、産業育成を推進する。」と記載があるほか、
「官民連携」や「国全体の強靱化への貢献」、「地域活性化に資する県土強靱化の取組例」等、様々な項目に本取組について
の記載があり、多方面から国土強靱化に貢献している事例であると言える。

周囲の声（庁内職員・住民・企業）参考

 取引先や自治体から本認定を取得するよう求められることがあるほか、高知県防災関連登録製品として認定されることで、営
業活動が進めやすくなる。（企業）

 高知県防災関連登録製品のうち、特に、減災に資する技術がまとめられた「減災に資する防災技術カタログ」により、高知で
培われた技術や経験が日本全国の災害事前対策に貢献し、国土強靱化が推進されることが期待される。（県職員）

今後の展開予定４

 引き続き、県内企業の技術やノウハウから生み出された防災関連製品・技術を本制度により認定し、地産地消や地産外商に向
けた取組を支援する。

高知県防災関連産業交流会の様子防災関連登録製品カタログ（左）とポータルサイト（中）と減災カタログ（右）
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自治体名

地区別事前復興まちづくり計画の作成 高知県高知市
人口（R7.9.1現在）

309,320人
取組のキーワード

地域住民まちづくり事前復興

令和７年３月 第３期計画 策定地域計画の履歴

津波災害地震災害想定災害

取組のカテゴリ 地域住民行政職員取組主体

リスクコミュニケーション住宅・都市防災教育等行政機能施策分野

社会資本整備総合交付金（事業費の1/3）活用した国の交付金等

取組の概要・ポイント

取組の内容取組を実施するきっかけとなった背景や課題
 「高知市事前復興まちづくり計画復興基本方針」を基に、

地区の特性等を踏まえて発災後の復興への考え方や整備の
方向性などを整理した「地区別事前復興まちづくり計画」
を策定作業中。

 高知市は「高知市事前復興まちづくり計画復興基本方針」
を令和６年11月に策定。

 被災後の早期かつ円滑な復興を実現するため、復興基本方
針に基づき、地区の実情や特性を踏まえ地域主体で復興の
将来像や具体的な取組を共有する「地区別事前復興まちづ
くり計画」を令和７年度から順次策定している。

今後の展開予定取組と地域計画の関係
 令和８年度までに対象の８地区で地区別事前復興まちづく

り計画を策定予定。
 リスクシナリオ「６－３）地域コミュニティの崩壊や被災

者への支援の遅れ，復興計画が定まらない等により復旧・
復興が大幅に遅れる事態」を設定し、脆弱性評価として
「迅速な復旧・復興に向けた事前復興まちづくり計画の策
定が必要」と記載。
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取組を実施するきっかけとなった背景や課題１

 東日本大震災において、復興事業着手に⾧期間を要し復興が遅れたことから、まちの存続が危うくなる事例が見受けられ、
「事前復興」の重要性が明らかになったため、高知県内の市町村が復興まちづくりに速やかに着手できるよう、高知県が令和
３年度に「高知県事前復興まちづくり計画策定指針」を策定した。

 そのことを受け、高知市は予想される南海トラフ巨大地震等による被災後のまちづくりの復興方針や体制、手順等を取りまと
めた「高知市事前復興まちづくり計画復興基本方針」を令和６年11月に策定した。

 この基本方針に基づき、被災後の早期かつ円滑な復興につなげていくためには、地区の実情や特性を踏まえ、地域主体で復興
の将来像や具体的な取組をあらかじめ共有しておくことが重要である。そのため、高知市では災害後の早期復興を図ることを
目的に、令和７年度から「地区別事前復興まちづくり計画」を順次策定している。

取組の内容２

 令和７年度から「高知市事前復興まちづくり計画復興基本方針」を基に、地区の特性等を踏まえて発災後の復興への考え方や
整備の方向性などを整理した「地区別事前復興まちづくり計画」の策定作業を開始した。

 計画策定地区は、高知県が令和６年５月に公表した三重防護等の効果を考慮した新しい津波シミュレーションを基に、浸水被
害が予想される８地区を選定した。計画は段階的に策定する予定であり、現在は潮江地区、三里地区を先行して策定に取り組
んでいる。

＜計画策定作業＞

 地区別事前復興まちづくり計画を策定するに当たり、まず各地区の被害想定やまちの特性などを踏まえた計画案を高知市が作
成する。計画案の作成に当たっては、高知市強靱化計画に記載の脆弱性評価結果を各地区の復興の方向性を検討する際の現状
分析や課題抽出の参考として活用し、事前復興を考える際に必要な平時における地区の課題や発災後の被害を整理することが
できている。

 計画案は、地域団体と連携して地区ごとに開催する「事前復興まちづくり計画ワークショップ」で用いており、地区の住民間
で復興方法を話し合い、復興の共通認識を育みながら、地域住民と市役所職員とが協力して計画作成を進めている。

 ワークショップのほか、地区ごとの「意見投稿プラットフォーム」というWEBフォームの作成や、若い世代の意見を把握す
るために地区の中学生を対象としたアンケートを実施することで、より多く、幅広い世代の住民意見を取り入れている。

323



取組の内容（続き）２

 併せて、地域住民の事前復興まちづくりに対する理解を深めることを目的に「事前復興まちづくり計画勉強会」を開催し、意
識醸成を図っている。勉強会の参加者は市のHP等を通じて広く募集し、参加者から「事前復興の大切さを学ぶことができ
た」等の好評を得ている。

 このような策定手法を取ることで、地域に根差した事前復興まちづくり計画を作り上げ、早期の復旧・復興や適切な基盤整備
の規模の復興、人口流出の抑制につなげることを狙っている。

＜計画策定の効果＞

 被災後にゼロから話し合わなくてよいように、地区ごとに「どのような復興パターンとするか」や「土地をおおまかにどう
使っていくか（住宅・なりわい・防災拠点など）」といった復興の方向性を事前に整理しておくことで、復興のスタートを早
め、その後の復興の作業も円滑に進められる。

 これまで、平時のまちづくりと災害対応及び復旧・復興の計画は連携できていなかったが、この取組を通じてそれらが連携し、
平時から発災後までを意識した安全・安心なまちづくり、地域づくりにつなげることができる。

地区別事前復興まちづくり計画策定対象地区
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今後の展開予定４

 地区別事前復興まちづくり計画の策定対象８地区の内、潮江地区と三里地区で計画を策定中。

 令和８年度までに全８地区で地区別事前復興まちづくり計画を策定予定。

 策定した地区別事前復興まちづくり計画は、高知県復興方針（草案）の見直し時期を参考に、10年程度を目安として見直しを
行うことを検討している。

周囲の声（庁内職員・住民・企業）参考

 避難や発災直後の対策は考えていたが、復興についてはあまり意識していなかったので、復興を考えるよいきっかけになった。
（庁内職員・住民・企業）

 地区別事前復興まちづくり計画を基に、ワークショップを行うことが、復興に向けての事前準備となり、平時からの話し合い、
人とのつながりが重要だと感じた。（住民）

取組と地域計画の関係３

【地域計画における記載】

 令和７年３月策定の第３期高知市強靱化計画では、リスクシナリオ「６－３）地域コミュニティの崩壊や被災者への支援の遅
れ，復興計画が定まらない等により復旧・復興が大幅に遅れる事態」を設定し、脆弱性評価として「迅速な復旧・復興に向け
た事前復興まちづくり計画の策定が必要」と記載している。そのため、重要業績指標として「事前復興まちづくり計画の策
定：事前復興まちづくり計画（素案）の作成，地区別事前復興まちづくり計画の作成（８地区）」を位置付けている。
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 令和７年３月策定の高知市強靱化計画第３期計画に基づく強靱化施策を確実に推進するため、各プログラムの達成度や進捗を
把握するために設定した重要業績指標について、その具体的な取組内容や目標値を記載した「高知市強靱化アクションプラン
第３期計画」を別に策定。

 アクションプランには、地域計画のみならず高知市総合計画や地域防災計画をはじめとした各種関連計画における施策を必要
に応じて順次追加することとし、強靱化に関する取組を関連計画間で漏れなく一体的に推進・進捗管理している。
＜該当箇所＞
高知市強靱化計画 第３期計画 P.57
高知市強靱化アクションプラン 第３期計画

高知市強靱化計画の特徴
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【佐賀県小城市】再生可能エネルギーを活用した市庁舎電力の自給自足

【ポイント】

 小城市では、他地域を含めた近年の災害事例を踏まえ、災害時における停電による市庁舎の機能麻痺を回避することが喫
緊の課題

 そこで、市庁舎への再生可能エネルギー導入により、災害時においても外部からの電力供給に頼ることなく市役所の機能
維持が図られるよう電力の自給自足を目指す体制構築の取組を検討

 この取組を確実に推進するため、地域計画に当該事業を記載するとともに、市庁舎外（避難所）への再生可能エネルギー
導入についても記載し、防災施設における停電対策の推進を庁内外に発信

１．取組を実施するきっかけとなった背景や課題

 近年、自然災害の甚大化が懸念されている中、小城市でも令和元年及び令和3年の豪雨により市内の一部で浸水被害が発
生している。

 他地域で発生している災害時における大規模停電も踏まえ、小城市では電力の確保（停電対策）が重要であると捉えてお
り、災害に強い再生可能エネルギーを活用した電力の自給自足を追求することとした。

２．取組の内容

 防災活動の拠点となる市庁舎に500kWpの太陽光発電設備と3,456kWhの鉛蓄電池からなる再生可能エネルギー出力制御シ
ステムを導入した。

 市庁舎での災害時における継続的な電力使用を担保するのみならず、隣接する小城市三日月保健福祉センター「ゆめり
あ」（災害時は避難所となる施設）の一部にも発電した電力を供給できるようになっている。
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（上空から見た庁舎全景写真）

 なお、市庁舎には省エネ設備（空調、LED照明）とそれらの効率的な制御を行うBEMS設備を導入することにより平常時
から電力使用を抑えつつ発電した電力を最大限に活かしており、大幅な脱炭素化と維持管理費の削減にも貢献している。

３．本取組と地域計画の関係及び取組の効果等

【地域計画における記載】
 小城市では、地域計画策定以前から大規模災害による停電対策を重要視していたものの、本取組（市庁舎への再生可能エ

ネルギーの導入）を確実に推進すべく、地域計画の施策分野ごとの推進方針として「災害時にも市庁舎、避難所等の防災
拠点への、エネルギー供給が可能な再生可能エネルギー設備や非常用電源設備等の整備を促進する。」と記載した。

 地域計画への記載も通じ、庁内の意思決定や予算などを含めた議会説明などの調整過程、スケジュール調整などを工夫し
て取り組むことができ、予定どおりのスケジュールで整備することができた（財源には環境省の補助事業を活用）。

【取組の効果等】
 上記のとおり地域計画に記載することにより市として取り組む必要性が明確化され、本事業の取組促進につながった。
 本取組における効果は以下のとおり。
 災害時・停電時における、平時と同様な電力供給を前提とした災害対応業務の継続性の担保。
 年間約361ｔのCO2削減を見込むとともに、電気料金の大幅な削減にも貢献（近年の原油価格高騰などの影響も受けな

い）。
 市庁舎で発電した電力を電気自動車に充電し、可搬式電源として活用できる（市の実施する夜間工事での照明電源として

の活用実績あり）。
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４．周囲の声（庁内職員・住民・企業）

 県内・県外の自治体・議会・民間企業からの視察等がある取組となっている。
 TV・新聞・インターネット記事で取組が取り上げられている。
 一般財団法人新エネルギー財団主催（後援：経済産業省）の令和4年度「新エネ大賞」において新エネルギー財団会⾧賞

を受賞。

５．今後の展開予定

 他の避難所についても再生可能エネルギーを積極的に活用し、災害時における防災機能を強化していく。
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自治体名

照明を用いた水害リスクの視覚的な情報伝達 熊本県人吉市
人口（R6.9.30現在）

29,786人
取組のキーワード

情報伝達手段の多重化観光資源としての利活用水位と連動したLED照明

令和２年３月 策定地域計画の履歴

風水害想定災害

取組のカテゴリ 地域企業等行政職員取組主体

デジタル活用情報通信行政機能施策分野

取組の概要・ポイント

取組の内容取組を実施するきっかけとなった背景や課題
 球磨川に架かる「水の手橋」の手すりと岸壁に水位と連動

したLED照明を設置し、色の変化によって視覚的に避難行
動を促す「人吉市ライティング防災アラートシステム」を
整備。

 令和２年７月豪雨では、激しい雨音によって住民に防災行
政無線の音声が届かない事態が生じ、従来の情報伝達手段
の限界が明らかになった。住民等への情報伝達手段の多重
化とわかりやすい情報発信方法の確立により確実な避難を
実現する仕組みづくりが急務の課題であった。

今後の展開予定取組と地域計画の関係

 LED照明の色の変化が表す意味（氾濫危険水位、氾濫注意
水位など）を周知徹底することにより、確実な避難行動に
繋げる。

 熊本県のデータ連携基盤等を利用した支川水位データの活
用方法等を検討する予定。

 リスクシナリオ「1-3 台風や集中豪雨等の大規模風水災等
による広域かつ⾧期的な市街地等の浸水による死傷者の発
生」や「1-5 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で
多数の死傷者の発生」に対して防災情報等の迅速かつ的確
な連携・周知・伝達の施策を記載している。
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取組を実施するきっかけとなった背景や課題１

 人吉市では、従来から「緊急速報メール」、「市町村防災行政無線」、「TVのデータ放送」、「防災行政無線の電話応答サー
ビス」等を利用し、住民や観光客等に災害の危険を知らせ、避難を促していた。

 しかし、令和２年７月豪雨では、防災行政無線の音が球磨川流域に発生した線状降水帯による猛烈な雨の音で掻き消されてし
まい、災害発生の周知や避難を促すといった役割を十分に果たすことができなかった。

 これを受け、情報伝達手段の多重化とわかりやすい情報発信方法の確立により、住民等の安全で確実な避難を実現する仕組み
づくりが急務の課題であると考えた。

取組の内容２

 球磨川に架かる水の手橋の手すりと岸壁に水位と連動したLED照明を設置し、色の変化によって視覚的に避難行動を促す「人
吉市ライティング防災アラートシステム」を整備した。システムは市内のIT企業が構築した。

 平常時は「電球色」、球磨川の水位が氾濫注意水位に達した場合は「白色」、氾濫危険水位に達した場合には「赤色」と一目
でわかる形で住民等に水害の危険を知らせる。視覚で災害発生の危険性を判断できるようにすることにより、音声が聞き取り
づらい住民や日本語の分からない外国人の観光客などにも有効に作用することを期待している。

 また、平時には温かみのある「電球色」で点灯することにより、観光客等の夜間のそぞろ歩きを誘発し、滞在時間の延⾧や宿
泊客の増加を図るとともに、住民等の通行やジョギングなどのアクティビティに対して安全安心を高めるほか、特別色を活用
し、国際的なライトアップデーや地域のイベント時などに合わせて変色、点灯することも可能とするなど、観光分野にも活用
している。

〈水位と連動した変色イメージ〉 〈イベント用カラーイメージ〉
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取組と地域計画の関係３

【地域計画における記載】

 令和２年３月策定の人吉市国土強靱化地域計画では、リスクシナリオ「1-3 台風や集中豪雨等の大規模風水災等による広域か
つ⾧期的な市街地等の浸水による死傷者の発生」や「1-5 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生」
に対応する施策として防災情報等の迅速かつ的確な連携・周知・伝達の施策を盛り込んだ。

 令和２年７月豪雨では実際に浸水被害が生じたことにより情報伝達の不備等で死傷者の発生するリスクが顕在化し、当該施策
の重要性が一層浮き彫りになった。

 今後は人吉市国土強靱化地域計画にも令和２年７月豪雨を踏まえたリスクシナリオや施策を追記するなど内容充実を図る予定
である。

周囲の声（庁内職員・住民・企業）参考

 （橋がライトアップされることで）街が明るくなったので夜中も安心して通行できるようになった。（市民）

 人吉市ライティング防災アラートシステムのような「地域を見守り人の命を守る」システムが広く普及していくことを願って
いる。災害はテレビの中だけの話ではなく、いつ自分達が現実に巻き込まれてもおかしくない時代になってきていると感じて
いる。安心して暮らせる地域環境づくりに今後も寄与できるように取り組んでいきたいと思っている。（市職員）

今後の展開予定４

 LED照明の色の変化が表す意味（氾濫危険水位、氾濫注意水位など）を周知徹底することにより、外国人も含めた住民の確実
な避難行動に繋げる。

 熊本県のデータ連携基盤等を利用した支川水位データの活用方法等を検討する予定。
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自治体名
復旧用配管材料等の確保と

復旧活動・応急給水の体制強化等に係る民間事業者との協定締結
熊本県甲佐町

人口（R4.3.31現在）
10,309人

取組のキーワード

応急給水の体制強化 水道復旧体制の強化インフラ強化

令和２年３月 策定地域計画の履歴

地震災害想定災害

取組のカテゴリ 地域企業等行政職員取組主体

住宅・都市施策分野

なし活用した国の交付金等

取組の概要・ポイント

取組の内容取組を実施するきっかけとなった背景や課題

 本町による復旧用配管材料の確保や民間事業者と協定締結
して復旧活用、応急給水の体制強化し、速やかな復旧復興
に備える。

 熊本地震では断水が多発したが、復旧用配管材料を確保し
ていなかったために、復旧までに多大な時間を要した。

 また、応急給水について水道事業体との協定締結に至って
いなかったため、住民への飲料水の供給に時間を要した。

 そのため、復旧に必要な資機材や応急給水の事前確保等の
必要性が認識された。

今後の展開予定取組と地域計画の関係

 民間事業者のみでなく、近隣市町村との相互協定等により
復旧活動・応急給水の体制強化を図る。

 リスクシナリオ「6-2 上水道等の供給が⾧期間にわたり停
止する事態」の対応策として記載。
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取組を実施するきっかけとなった背景や課題１

 甲佐町の認可事業数は上水道事業１、簡易水道事業２、専用水道事業１であり、平成28年の熊本地震では約700戸という大規
模な断水が発生した。のちの調査で判明するが、これは給排水施設など90箇所、送水管施設１箇所、導水管施設１箇所の計92
箇所もの被害によるものであった。

 かねてより災害時連携協定を締結していた甲佐町上水道指定工事店組合に支援を要請し、前震の翌日15日には同組合による復
旧班が管路の補修や仮設工事を開始し優先順位を付けながら順次修理を実施していったものの、十分な復旧用配管材料等が確
保できておらずやや後手に回った面もあった。

 断水エリアに位置する避難所には給水タンクを設置したものの、給水タンクへの補給は遠方からの応援自治体（静岡県富士宮
市、佐賀県唐津市、鹿児島県⾧島町）及び自衛隊の給水車に頼ることとなった。

 熊本地震の教訓を踏まえ、復旧活動、応急給水の体制などの強化を図ることとした。

取組の内容２

 発災直後は、メーカー等からの復旧用配管材料等の調達が困難となるため、役場に予め十分な量の復旧用配管材料等の資機材
を確保し備蓄している。

 現在は、甲佐町水道協同組合と災害時の応急復旧の実施に関する災害時連携協定を締結し、災害時に迅速に水道の復旧作業が
実施できる体制を維持している。

 応急給水についても、町（平時の上水道事業運営の一部を委託している委託先事業者を含む）や近隣市町村からの応援での実
施もできるよう、対応マニュアルの整備や訓練を行っている。
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取組と地域計画の関係３

【地域計画における記載】
 熊本地震の被災も踏まえて設定したリスクシナリオである「6-2 上水道等の供給が⾧期間にわたり停止する事態」に対する対

応方策として「水道施設の耐震化」と「速やかな給水の確保」を掲げ、後者の施策として「水道の復旧に従事する民間事業者
等との協定締結」や「応急給水の実施に向けた関係機関との連携強化」を記載している。

 計画に記載されている通り近隣市町村や民間事業者との連携が進められているとともに、その他に老朽管の更新などハード整
備には時間を要すため、いつ来るかわからない災害に備える施策として「老朽管路更新事業」「基幹施設耐震診断・設計・補
強」「防災井戸の点検・整備上水道の強靱化」※も推進し、さまざまな手段により上水道の強靱化を進めてきている。

今後の展開予定４

 引き続き、構築した体制の維持や向上に努める。
 甲佐町単独での備蓄のみならず周辺の水道事業体と連携し、復旧用配管材料等の資機材を共同※で発注・備蓄するための協議

をさらに重ね、十分な量の復旧用配管材料等の資機材の確保を目指す。
※熊本中央地域協議会（熊本市、山鹿市、菊池市、合志市、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、西原村、大津菊陽水道企業団で
構成）に枠組みにて予定

 熊本県美里町とは、甲佐町の上水道から分水し美里町の簡易水道へ水を供給する内容を定めた「浄水の分水に関する協定書」
を締結している（供給開始は令和11年度を予定）。甲佐町の水道事業の位置づけは美里町にとっても重要であり、美里町とも
連携した応急体制を検討していく。

※甲佐町は避難所である小学校４カ所に災害用井戸（手動ポンプを備えた井戸）を設置している。
熊本地震では断水しなかったため災害用井戸は使用していない。
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自治体名

倒木によるインフラ施設等の被害防止を目的とした森林整備 大分県日田市
人口（R6.9.30現在）

60,339人
取組のキーワード

 電力会社との連携事前伐採支障木伐採防災拠点施設インフラ施設

令和３年３月 策定
令和６年３月 改定地域計画の履歴

風水害想定災害

取組のカテゴリ 地域企業等地域住民行政職員取組主体

交通・物流農林水産エネルギー施策分野

取組の概要・ポイント

取組の内容取組を実施するきっかけとなった背景や課題
 自治会等が行うインフラ施設周辺にある支障木の伐採に対

して助成を行っている。

 電力会社と合同で電柱や電線沿いの支障木となる箇所の調
査及び特殊伐採の森林整備を実施している。

 道路や民家付近まで植林されたスギ等が倒れ、通行止めや
停電等の被害が多く発生している。それに伴う避難の妨げ
等が懸念されており、予防的対策が求められていた。

今後の展開予定取組と地域計画の関係

 市内の停電や避難の妨げになる可能性の高い支障木の所在
を明らかにし、リスクが高い場所から引き続き森林伐採事
業を推進する。

 リスクシナリオ「6-5 防災インフラの⾧期間にわたる機
能不全」、「7-5 農地・森林等の被害による地域の荒
廃」に対応する施策として「災害に備えた公共施設等の整
備及び減災対策の推進【減災対策と災害復旧 減災対策の推
進】」と記載している。
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取組を実施するきっかけとなった背景や課題１

 日田市の８割は森林が占めており、そのうちの約７割がスギ等の人工林である。人工林は道路や民家、河川付近まで植林され
ている現状にある。

 人工林は適切な保育・間伐等の手入れが行われない場合、倒木や土砂災害を発生させる可能性がある。

 最近の激甚化する豪雨や台風により、人工林の倒木等が道路の通行止めや停電を誘発しており、避難の妨げ等が指摘され、災
害予防の観点での森林整備が求められていた。

取組の内容２

 倒木による被害を未然に防止するため、電柱や電線付近、公民館等の避難所に隣接するスギ等の樹木をあらかじめ伐採するこ
とを目的に、「防災拠点等周辺の森林整備（防災拠点等周辺森林整備補助事業）」と「送電線沿いの森林整備（森林事前伐採
事業）」の事業を実施している。

＜防災拠点等周辺の森林整備（防災拠点等周辺森林整備補助事業）＞

 地元管理の公民館・給水施設や民間の福祉施設などの重要インフラ施設周辺について、支障木の除去、伐竹、不良木伐採等の
経費を助成している。

 補助条件として「事業開始後概ね5年間に渡る適正な管理」を義務付けている。

 0.1ha未満の森林を対象に、経費の全額を助成している。（10万円以上100万円以内）

＜送電線沿いの森林整備（森林事前伐採事業）＞

 九州電力送配電㈱・（一社）大分県治山林道協会・日田市で「倒木による被害防止に向けた事前伐採に関する協定」を締結。

 九州電力送配電及び日田市の合同で電柱や電線沿いの支障木となる箇所の調査及び特殊伐採の森林整備を実施している。

 電柱（線）より２ｍ以内の支障木については九州電力送配電が伐採や枝払い等を実施し、市が費用の1/2を負担している。

 その他のエリアの支障木については市が伐採や枝払い等を実施している。

 樹木が倒木してから対応する場合より予め伐採しておいたほうが総合的な負担が少ないと判断し、市の事業として電力会社と
合同で支障木の伐採を実施することで積極的なリスク回避を進めている。
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取組と地域計画の関係３

【地域計画における記載】

 令和６年３月改定の日田市国土強靱化地域計画では、リスクシナリオとして「6-5 防災インフラの⾧期間にわたる機能不全」、
「7-5 農地・森林等の被害による地域の荒廃」を設定し、対応する施策として「災害に備えた公共施設等の整備及び減災対策
の推進【減災対策と災害復旧 減災対策の推進】」を記載している。この施策により電柱や電線付近、公民館等の避難所に隣接
するスギ等の樹木をあらかじめ伐採し倒木による被害を未然に防止することが方針付けられた。

周囲の声（庁内職員・住民・企業）参考

 事前伐採等を行うことで、道路通行に支障がなくなり安心した。（市民）

今後の展開予定４

 現地調査や地域からの要請等により、停電や避難の妨げになる支障木や倒木の可能性の高い樹木の所在を明らかにして引き続
き森林事前伐採事業を推進する。

伐採後伐採前

電線沿いの支障木の伐採前と伐採後の様子防災拠点等周辺の森林整備イメージ
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自治体名川内駅コンベンションセンター整備事業及び

次世代エネルギーシステム導入事業

～帰宅困難者への支援と避難所の良好な居住性の確保～

鹿児島県薩摩川内市
人口（R6.9.1現在）

89,493人

取組のキーワード

避難所の良好な居住性の確保一次退避施設

令和２年８月 策定地域計画の履歴

風水害津波災害地震災害想定災害

取組のカテゴリ 行政職員取組主体

エネルギー住宅・都市行政機能施策分野

取組の概要・ポイント

取組の内容取組を実施するきっかけとなった背景や課題
 川内駅コンベンションセンターを災害時における避難所及

び帰宅困難者の一次退避施設などの防災拠点施設として安
全に活用すべく十分な耐震設計を行い、併せて避難所の良
好な居住性を確保するため、太陽光発電システム、蓄電池
システム、地中熱を利用した水源空調設備などを導入した。

 新しく整備する公共施設に発災後の活動拠点としての役割
を持たせることを考案。

 そこで、耐震化の推進や災害応急対策の指揮、情報伝達等
のための自律的な電力インフラの確立が必要になった。

今後の展開予定取組と地域計画の関係

 災害時に川内駅コンベンションセンターが防災拠点施設と
しての役割を確実に担えるよう、市民を巻き込んだ防災訓
練を実施する予定。

 リスクシナリオ「2-7 劣悪な避難生活環境等、不十分な健
康管理による多数の被災者の健康状態の悪化・死者の発
生」、「3-1 市職員・施設等の被災による行政機能の大幅
な低下」の脆弱性評価結果で本取組の根拠となる耐震化や
電力確保の必要性を記載している。
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取組を実施するきっかけとなった背景や課題１

 本市では過去に台風の影響による⾧期間の停電が発生したほか、大雨時には市街地での内水氾濫や河川の氾濫に伴う浸水被害
を生じたことがある。また、川内駅に隣接する立地から地震災害時において帰宅困難者が多く発生するおそれがあるなど水
害・地震ともに災害リスクを有している。

 川内駅東口の市有地に「にぎわい創出」のためのコンベンション・センター（会議場やホールを有する複合施設）を整備する
に当たり、災害経験やリスクを踏まえ、公共施設として発災後の活動拠点としての役割を持たせることを考案した。そこで、
災害時の利用に堪えるよう、耐震化の推進や災害応急対策の指揮、情報伝達等のための自律的な電力インフラの確立が必要に
なった。

取組の内容２

 当該施設（名称は「川内駅コンベンションセンター」に決定。愛称：SSプラザせんだい）を災害時における避難所及び帰宅
困難者の一次退避施設などの防災拠点施設として安全に活用できるようにするため、耐震安全性の分類（※）の構造体Ⅱ類、
建築非構造部材Ｂ類、建築設備乙類の基準をクリアし、更には避難所の良好な居住性を確保するため、太陽光発電システム、
蓄電池システム、地中熱を利用した水源空調設備などを導入した。

 これにより、災害時にも構造体の大きな補修を要さずに建築物が使用できるようになり、人命の安全確保と二次災害の防止が
図られると期待される。また、停電時の事務所機能や避難所機能を維持するために必要な非常用発電機と燃料タンクを備え、
更には太陽光発電システム、蓄電池システムを整備したことにより、災害時に⾧期の停電が発生した場合においても、24時
間以上にわたって、必要な機能を維持できると見込まれる。

（※）耐震安全性の分類とは、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」で入居する官署の特性に応じて、施設の構造体、建築非構造部材、建築設備それぞれが保有すべき耐震安全性の
目標の分類である。
出典：国土交通省中部地方整備局「官庁施設に求められる耐震性能」＜https://www.cbr.mlit.go.jp/eizen/policy/seismic/01.htm＞（最終閲覧日：2024年11月1日）
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取組と地域計画の関係３

【地域計画における記載】

 令和２年８月策定の薩摩川内市国土強靱化地域計画では、リスクシナリオとして「2-7 劣悪な避難生活環境等、不十分な健康
管理による多数の被災者の健康状態の悪化・死者の発生」、「3-1 市職員・施設等の被災による行政機能の大幅な低下」を設
定している。２つのリスクシナリオに対して「発災後の活動拠点となる公共施設が被災すると避難や救助活動等に障害を及ぼ
すことが想定される。このため、公共施設等について、耐震化を推進する必要がある。」、「防災拠点において、災害応急対
策の指揮、情報伝達等のための電力を確保する必要がある。」と脆弱性評価をしており、本取組を実施する根拠となっている。

今後の展開予定４

 災害時に川内駅コンベンションセンターが防災拠点施設としての役割を確実に担えるよう市民を巻き込んだ防災訓練を実施予
定。

 川内駅コンベンションセンターに設置した次世代エネルギーシステムの稼働状況を可視化したサイネージを用いて、市民に災
害時に⾧期の停電が発生した場合においても、必要な機能が維持可能なことを周知していく。

「川内駅コンベンションセンター」の外観 導入した次世代エネルギーシステム
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周囲の声（庁内職員・住民・企業）参考

 停電等で必要機能を損なうおそれが最小限に抑えられているので、万全の受入れ体制ができていると考えている。市外からの
出張・旅行中の方々も一時的に避難させてほしいとの希望があり、受け入れたこともある。（市職員）

 猛暑の中、自宅が停電して空調が使用できなかった。川内駅コンベンションセンターに避難したが、空調が使用できて快適
だった。心強く助かる。（市民）
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自治体名

被災時のライフラインの途絶に備えた発電所の高台移転 沖縄県石垣市
人口（R6.4.30現在）

48,922人
取組のキーワード

 官民連携インフラ強化高台への設備移転電力の強靱化

平成31年３月 策定
令和４年３月 改定地域計画の履歴

津波災害想定災害

取組のカテゴリ 行政職員地域企業等取組主体

官民連携エネルギー施策分野

なし活用した国の交付金等

取組の概要・ポイント

取組の内容取組を実施するきっかけとなった背景や課題
 移転先適地の詮索や移転先候補地の行政上の指定（農業振

興地域等）の有無の迅速な確認。
 本市に位置する発電所は沿岸部に位置し、津波による浸水

が10m以上と想定されており、過去の大津波の経験から抜
本的な対策の必要性を感じていた。

今後の展開予定取組と地域計画の関係

 早期に発電所の移転を実現すべく、沖縄電力㈱と取組を推
進。

 発電所に留まらず、沿岸部に所在する他施設について優先
順位を決めながら随時移転対策の検討を進める。

 リスクシナリオ「４－１ 電力供給停止等による情報通信の
麻痺・⾧期停止」、「６－１ 電力供給ネットワーク（発変
電所、送配電設備）や石油・LPガスサプライチェーンの機
能の停止」、「８－７ 基幹インフラの損壊により復旧・復
興が大幅に遅れる事態」の対応施策として記載。
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取組を実施するきっかけとなった背景や課題１

 石垣市は、明和の大津波（約250年前）の経験や、離島である地理的特性ゆえ国や県からの支援に時間を要することがあり得
るため、津波に対する備えは従来より重要と考えていた。

 その中でも、平成30年北海道胆振東部地震での北海道全域でのブラックアウト等を踏まえ、電力インフラにおける津波に対
する備えの重要性が認識されており、本市に位置する沖縄電力㈱の発電所が沿岸部に位置するため津波による浸水が10m以
上と想定されており、抜本的な対策の必要性を感じていた。

 津波に対する備えとして、事業者（沖縄電力㈱）としても、発電所の移転といった抜本的対策が必要と考え、移転を検討し
ていた。

 市としても、上記の背景を踏まえ、令和４年３月の石垣市立地適正化計画や国土強靱化地域計画改定の過程においても住宅、
学校等の生活関連施設のみならず、発電所等を含むインフラ関係の施設についての移転の必要性も盛り込み、内外にその必
要性を再認識させるとともに、令和５年３月には同様の旨を地域防災計画に明記しており、具体的な実効策を進めていく必
要がある状況にある。

取組の内容２

 移転対策は事業者（沖縄電力㈱）が中心となって進めているが、移転先適地の詮索や移転先候補地の行政上の指定（農業振
興地域等）の有無を行政側で迅速に確認し、必要な手続き等や現実性などの助言を事業者に対し行っている。

津波浸水想定と公共施設の立地場所 振興地域のイメージ
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取組と地域計画の関係３

【地域計画への取組記載経緯】

 平成31年の策定時は電力施設への津波リスクは特に考慮していなかったが、令和４年３月の国土強靱化地域計画改定と並行し
て行われた立地適正化計画策定の過程において、沿岸部への津波を大きなリスクと捉え、発電所が沿岸部に位置することのリ
スクと「安全性の高い場所への移転について検討を行う」必要性が改めて認識された。

 これまでも事業者（沖縄電力㈱）側で検討を進めており、行政も移転先適地の詮索や移転先候補地の行政上の指定などの支援
を行ってきているものであり、立地適正化計画、強靭化地域計画にも一定程度、記載する旨を令和３年度中に電力会社側とも
調整を行った。電力会社側も、行政と二人三脚で取組を進めているため、記載することには協力的であった。

【地域計画における記載】

 その結果、インフラのサプライチェーンの機能停止や停電に伴う情報通信の麻痺、インフラ復旧の大幅な遅れという３つのリ
スクシナリオに対応する施策として「自然災害等の発生時においても安定した電力供給が図られるよう、本市に立地する発電
所について、高台への移転を推進し、関係機関との調整を行う。また、移転対象地が農業振興地域に該当する場合は農業振興
地域整備計画の変更を検討する。」と発電所の高台移転の推進を記載でき、実行性向上と内外への重要性の周知を実現した。

 ただし、現時点では「検討する」方針のみの記載に留まっており、その進捗状況を踏まえた計画になっていないものとなって
いる。津波リスクは電力施設のみではなく、生活施設等も対象とする本市における最大のリスクの１つであり、定期的な進捗
把握やそれを踏まえた取り組み方針等を盛り込む計画の内容充実を図り、津波対策の実行性向上に寄与していく方針である。

今後の展開予定4

 早期に発電所の移転を実現すべく、事業者（沖縄電力㈱）と取組を進めていく。

 地権者との用地交渉等については、事業者に任せきりにするのではなく、地元自治会や住民等への説明に行政も参画し、理解
を得る支援を行う予定である。

 発電所に留まらず、沿岸部に所在する他施設について優先順位を決めながら随時移転対策の検討を進める。

 また、現時点では防潮施設等の強化や安全性の高い場所への移転といった事業者の行うハード視点での対策のみしか企画でき
ていないが、行政側の視点として「重要な行政施設の非常用発電設備の高層階への移転」「災害時に電源となるEV車の導入」
など、事業者側の対応を待たずに実施可能な対策についても検討していく予定である。
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